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１　県税税目変遷状況図表

自　昭和22年度～令和7年度

昭和 33 38 43 9 12 16 令和 2
～
平成

年度 37 42 8 11 14 30 年度 7

県 民 税

事 業 税

営 業 税

特 別 所 得 税

地 方 消 費 税

不 動 産 取 得 税

た ば こ 税
（ た ば こ 消 費 税 ）

ゴ ル フ 場 利 用 税
（ 娯 楽 施 設 利 用 税 ）

入 場 税

特 別 地 方 消 費 税
（ 遊 興 飲 食 税 ）
（ 料 理飲食等消費税 ）

自 動 車 税

自 動 車 税 種 別 割

自動車税環境性能割

船 税

軌 道 税

鉱 区 税

鉱 産 税

狩 猟 者 登 録 税
（ 狩 猟 者 税 ）
（ 狩 猟 免 許 税 ）

犬 税

牛 馬 税

固 定 資 産 税

地 租

家 屋 税

接 客 人 税

電 柱 税

漁 業 権 税

電 話 加 入 権 税

アイスキャンデー税

電 気 ガ ス 税

砂 糖 搾 機 税

砂 糖 消 費 税

酒 消 費 税

入 湯 税

自 動 車 取 得 税

軽 油 引 取 税

入 猟 税

狩 猟 税

木 材 引 取 税

都 市 計 画 特 別 税

水 利 地 益 税

産業廃棄物処理税

森 づ く り 県 民 税

税 目 数 21 25 24 12 8 7 7 10 11 12 12 11 12 13 14 13 14 14 16 14

30 31 32 元～ ～ ～ ～ ～15 ～22 23 24 25 26 27 28 29
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２税目別税率等の変遷一覧

税目 Ｈ５年度 Ｈ６年度 Ｈ７年度 Ｈ８年度 Ｈ９年度 Ｈ１０年度 Ｈ１１～１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６～１８年度

700円 700円 700円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,500円
(うち500円は

森づくり県民税)

10,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 21,000円

30,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 52,500円

100,000円 130,000円 130,000円 130,000円 130,000円 130,000円 130,000円 130,000円 136,500円

500,000円 540,000円 540,000円 540,000円 540,000円 540,000円 540,000円 540,000円 567,000円

750,000円 800,000円 800,000円 800,000円 800,000円 800,000円 800,000円 800,000円 840,000円

(うち5％相当額は
森づくり県民税)

2% 2%

4% 4%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

4% 4% 3% 3% 3% 3% 3%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

3% 3%

3% 3%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%

2,700,000円 2,700,000円 2,700,000円 2,700,000円 2,700,000円 2,700,000円 2,900,000円 2,900,000円 2,900,000円

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

資本（出資）金の額が1
億円を超える法人

上記以外の法人

6% 6% 6% 6% 6% 5.6% 5.0% 5.0% 5.0%

8% 8% 8% 8% 8% 7.5% 6.6% 6.6% 6.6%

8% 8% 8% 8% 8% 7.5% 6.6% 6.6% 6.6%

8% 8% 8% 8% 8% 7.5% 6.6% 6.6% 6.6%

6% 6% 6% 6% 6% 5.6% 5.0% 5.0% 5.0%

9% 9% 9% 9% 9% 8.4% 7.3% 7.3% 7.3%

12% 12% 12% 12% 12% 11.0% 9.6% 9.6% 9.6%

12% 12% 12% 12% 12% 11.0% 9.6% 9.6% 9.6%

12% 12% 12% 12% 12% 11.0% 9.6% 9.6% 9.6%

3.8%

5.5%

7.2%

7.2%

7.2%

0.48%

0.2%

25% 25% 25% 25% 25%

特定ガス供給業

県
民
税

均
等
割

所
得
割

株式譲渡所得割

法
人
税
割

利子割

配当割

特

別

法

人

1.3%1.5%

税
率

標準税率

超過税率

第一種事業

区分

地方消費税

事
業
税

個
人
事
業
税

法
人
事
業
税

普
通
法
人

税率

800万円超

400万円(10.4.1までは350万円)以下

400万円(10.4.1までは350万円)超

清算所得(H22.9.30以前の解散まで）

400万円(10.4.1までは350万円)以下

400万円(10.4.1までは350万円)超
800万円(10.4.1までは700万円)以下

800万円(10.4.1までは700万円)超

3以上の都道府県に事務所を有する資本金
又は出資金額が1,000万円以上の法人

清算所得(H22.9.30以前の解散まで）

400万円超
800万円以下

収

入

金

額

課

税

所
得
金
額
課
税

外
形
標
準
課
税
適
用
法
人

上記以外の電気供給業・保険業・ガス
供給業（R4以降は道管ガス供給業に限
る。）

資本金等の額

付加価値額

所
得
金
額

260万円超

第二種事業

第三種事業あん摩業等以外

　　〃　　あん摩業等

事業主控除

700万円超

1.3%1.3%1.5%

130万円超

150万円以下

1.5%

150万円超

法人

個人

電気供給業
（小売電気事
業等・発電事
業等・特定卸
供給業）

500万円以下

500万円超

550万円以下

550万円超

700万円以下

130万円以下

260万円以下

400万円以下

1.5%1.5%1.5%

3以上の都道府県に事務所を有する資本金
又は出資金額が1,000万円以上の法人

3以上の都道府県に事務所を有する資本金
又は出資金額が1,000万円以上の法人

清算所得(H22.9.30以前の解散まで）
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Ｒ６～７年度

1,500円
(うち500円は

森づくり県民税)

21,000円

52,500円

136,500円

567,000円

840,000円

(うち5％相当額は
森づくり県民税)

5%

5%
3%

(H25.12営業分
まで)

5%

5%
3%

(H25.12営業分
まで)

5%

5.0% 3.2% 1.0%

5.8% 4.0% 1.8%

2,900,000円

5%

4%

5%

3%

収入割0.75%
付加価値割0.37%

資本割0.15%

収入割0.75%
所得割1.85%

収入割0.48%
付加価値割0.77%

資本割0.32%

収入割1.0%

5.0% 2.7% 2.7% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%

6.6% 3.6% 3.6% 4.6% 4.6% 4.9% 4.9%

6.6% 3.6% 3.6% 4.6% 4.6% 4.9% 4.9%

6.6% 3.6%

5.0% 2.7% 2.7% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%

7.3% 4.0% 4.0% 5.1% 5.1% 5.3% 5.3%

9.6% 5.3% 5.3% 6.7% 6.7% 7.0% 7.0%

9.6% 5.3% 5.3% 6.7% 6.7% 7.0% 7.0%

9.6% 5.3%

3.8% 1.5% 1.5% 2.2% 0.3% 0.4%

5.5% 2.2% 2.2% 3.2% 0.5% 0.7%

7.2% 2.9% 2.9% 4.3% 0.7% 1.0%

7.2% 2.9% 2.9% 4.3% 0.7% 1.0%

7.2% 2.9%

0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 1.2% 1.2% 1.2%

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 0.5%

(20.10.1から) (26.10.1から) （R1.10.1から）

22/78

4％
（岡山市は

2％）

1.0%

1.2%

22/78

収入割0.48%
付加価値割0.77%

資本割0.32%

0.5%

4.9%

3.5%

5.3%

7.0%

7.0%

5%

3%

収入割0.75%
付加価値割0.37%

資本割0.15%

収入割0.75%
所得割1.85%

3.5%

収入割1.0%

5%

1.0%

1.8%

2,900,000円

5%

4%

567,000円

840,000円

(うち5％相当額は
森づくり県民税)

4％
（岡山市は2％）

5%

5%

Ｒ４～５年度

2,000円
(うち500円は森づくり県民税)

※H26～R5年度500円加算

21,000円

52,500円

136,500円

5%

3%

0.9% 1.0%

17/63（R1.9.30まで）

22/78（R1.10.1から）

5%

3.2%

4.0%

2,900,000円

5%

4%

567,000円

840,000円

(うち5％相当額は
森づくり県民税)

4％
（岡山市は2％）

5%

5%

Ｈ３０～Ｒ元年度

2,000円
(うち500円は森づくり県民税)

※H26～R5年度500円加算

21,000円

52,500円

136,500円

0.72%

0.3%

6.7%

1.6%

2.3%

3.1%

3.1%

17/63

3.2%

4.0%

3.4%

4.6%

3.4%

5.1%

6.7%

5%

2,900,000円

5%

4%

5%

3%

567,000円

840,000円

(うち5％相当額は
森づくり県民税)

一律4％

5%

5%

Ｈ２７年度

2,000円
(うち500円は森づくり県民税)

※H26～R5年度500円加算

21,000円

52,500円

136,500円

5%

136,500円

52,500円

25%

5%

5%

21,000円

5.8%

3%

一律4％

5%

Ｈ１９～２５年度

一律4％

(うち5％相当額は
森づくり県民税)

840,000円

567,000円

136,500円

(うち500円は
森づくり県民税)

1,500円

17/63

2,900,000円

5%

4%

5%

2,900,000円

4%

5%

3%

0.9%

5%

5%

Ｈ２６年度

2,000円
(うち500円は森づくり県民税)

※H26～R5年度500円加算

21,000円

52,500円

567,000円

840,000円

(うち5％相当額は
森づくり県民税)

Ｈ２８～２９年度

2,000円
(うち500円は森づくり県民税)

※H26～R5年度500円加算

21,000円

52,500円

136,500円

4%

567,000円

840,000円

(うち5％相当額は
森づくり県民税)

一律4％

5%

5%

5%

3%

3.4%

4.6%

5%

3.2%

4.0%

2,900,000円

5%

3.4%

5.1%

6.7%

6.7%

0.3%

17/63

0.5%

0.7%

0.7%

1.2%

0.5%

Ｒ２～３年度

2,000円
(うち500円は森づくり県民税)

※H26～R5年度500円加算

21,000円

52,500円

136,500円

567,000円

840,000円

(うち5％相当額は
森づくり県民税)

4％
（岡山市は2％）

5%

5%

5%

1.0%

1.8%

2,900,000円

5%

4%

0.4%

5%

3%

収入割0.75%
付加価値割0.37%

資本割0.15%

3.5%

4.9%

収入割0.75%
所得割1.85%

収入割1.0%

0.7%

1.0%

1.0%

1.2%

3.5%

5.3%

7.0%

7.0%

22/78

0.7%1.3% 0.9%0.9%0.7%

0.5%

(R4.4.1以後開始事業年度から）

4.6% 4.6% 4.9% 4.9%

1.0%
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Ｈ９～１０年度 Ｈ１１～１４年度 Ｈ１５～１７年度 Ｈ1８～２１年度 Ｈ２２～２４年度

100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円

230,000円 230,000円 230,000円 230,000円 230,000円

12,000,000円 12,000,000円 12,000,000円 12,000,000円 12,000,000円

（9.4.1から）
 (認定長期優良住宅

H21.6.4～は
13,000,000円)

（認定長期優良住宅
13,000,000円)

住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度)
× ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3%

 1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%

(いずれか大きい額) (いずれか大きい額) (いずれか大きい額) (いずれか大きい額) (いずれか大きい額)

4% 4% 3% 3% 3%

（住宅は3%） （住宅は3%）
 (住宅以外の家屋は
  18.4.1～20.3.31は3.5%
  20.4.1～は4%)

 (住宅以外の家屋は4%)

692円 868円 969円 1,074円 1,504円

（旧3級品は329円） （旧3級品は413円） （旧3級品は461円） （旧3級品は511円） （旧3級品は716円）

（H11.5.1から） （H15.7.1から） （H18.7.1から） （H22.10.1から）

１級 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

２級 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円

３級 950円 950円 950円 950円 950円

４級 800円 800円 800円 800円 800円

５級 650円 650円 650円 650円 650円

６級 500円 500円 500円 500円 500円

７級 400円 400円 400円 400円 400円

８級 - - - - -

１級

２級

３級

４級

５級

６級

１級

２級

３級

４級

５級

６級

７級

８級

９級

１０級

１１級

１２級

１３級

１級

２級

３級

４級

５級

６級

７級

８級

９級

１０級

１１級

１２級

１３級

１４級

そ　の　他 120,000円

従 価 割

120,000円 120,000円120,000円 120,000円

税 目 区  　　　　分

税　　　　　　　率

 住宅を新築するため取得した
 土地の減額（昭和５５年度から
 中古住宅に係る土地も対象とさ
 れ、これらの減額要件が一定の
 住宅に係るものと限定された。）

特　例　控　除　（住　宅）

家屋
不

動

産

取

得

税

新　　　築

土　　　　　　地

免税点

娯

楽

施

設

利

用

税

県
た
ば
こ
税

施     設

舞踏場、
エアー・ライフル射撃場、
光線銃射撃場

ゴ ル フ 場

 

（

平

成

元

年

度

か

ら

ゴ

ル

フ

場

利

用

税

）

ま あ じ ゃ ん 場

従 量 割 （ 1,000 本 に つ き ）

（１卓につき）

利

用

料

金

課

税

定

額

課

税

外

形

課

税

ゴルフ場に類する

（１人１日につき）

た ま つ き 場

（１卓につき）
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Ｈ２５～２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３～７年度

100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円

230,000円 230,000円 230,000円 230,000円 230,000円 230,000円 230,000円

12,000,000円 12,000,000円 12,000,000円 12,000,000円 12,000,000円 12,000,000円 12,000,000円

（認定長期優良住宅
13,000,000円)

（認定長期優良住宅
13,000,000円)

（認定長期優良住宅
13,000,000円)

（認定長期優良住宅
13,000,000円)

（認定長期優良住宅
13,000,000円)

（認定長期優良住宅
13,000,000円)

（認定長期優良住宅
R8.3.31までは
13,000,000円)

住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度) 住宅床面積×2(200㎡限度)
× ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3% × ㎡当り土地価格×1/2×3%

 1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%  1,500,000円 ×3%

(いずれか大きい額) (いずれか大きい額) (いずれか大きい額) (いずれか大きい額) (いずれか大きい額) (いずれか大きい額) (いずれか大きい額)

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

 (住宅以外の家屋は4%)  (住宅以外の家屋は4%)  (住宅以外の家屋は4%)  (住宅以外の家屋は4%)  (住宅以外の家屋は4%)  (住宅以外の家屋は4%)  (住宅以外の家屋は4%)

860円 860円 860円 860円（H30.10.1から930円） 930円 1,000円 1,070円

（旧3級品は411円） （旧3級品は481円） （旧3級品は551円） （旧3級品は656円） （旧3級品は656円） （R2.10.1から1,000円） （R3.10.1から1,070円）

(R1.10.1より旧3級品の区分は廃止）

1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円

950円 950円 950円 950円 950円 950円 950円

800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円

650円 650円 650円 650円 650円 650円 650円

500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円

400円 400円 400円 400円 400円 400円 400円

- - - - - - -

120,000円 120,000円120,000円 120,000円120,000円120,000円 120,000円
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税目 Ｓ５９年度 Ｓ６０年度 Ｓ６１年度 Ｓ６２年度 Ｓ６３年度

１級 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円 64,000円
２級 59,000円 59,000円 59,000円 59,000円 59,000円
３級 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円
４級 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円
５級 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円
６級 41,000円 41,000円 41,000円 41,000円 41,000円
７級 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円
８級 32,000円 32,000円 32,000円 32,000円 32,000円
９級 27,000円 27,000円 27,000円 27,000円 27,000円

１０級 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円
１１級 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円
１２級 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円
１３級 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円
１４級 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円
１５級 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
１６級 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円
１７級 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

１級 465円 465円 465円 465円 465円
２級 415円 415円 415円 415円 415円
３級 365円 365円 365円 365円 365円
４級 315円 315円 315円 315円 315円
５級 265円 265円 265円 265円 265円
６級 225円 225円 225円 225円 225円
７級 185円 185円 185円 185円 185円
８級 145円 145円 145円 145円 145円
９級 115円 115円 115円 115円 115円

１０級 85円 85円 85円 85円 85円
１１級 - - - - -
１２級 - - - - -
１３級 - - - - -
１４級 - - - - -
１５級 - - - - -
１６級 - - - - -
１７級 - - - - -
１８級 - - - - -
１９級 - - - - -
２０級 - - - - -
２１級 - - - - -
２２級 - - - - -
２３級 - - - - -
２４級 - - - - -

１級 150円 150円 150円 150円 150円
２級 130円 130円 130円 130円 130円
３級 110円 110円 110円 110円 110円
４級 100円 100円 100円 100円 100円
５級 90円 90円 90円 90円 90円
６級 80円 80円 80円 80円 80円
７級 70円 70円 70円 70円 70円
８級 60円 60円 60円 60円 60円
９級 50円 50円 50円 50円 50円

１０級 40円 40円 40円 40円 40円

１級 300円 300円 300円 300円 300円
２級 250円 250円 250円 250円 250円
３級 200円 200円 200円 200円 200円
４級 150円 150円 150円 150円 150円
５級 100円 100円 100円 100円 100円
６級 50円 50円 50円 50円 50円

１級 150円 150円 150円 150円 150円
２級 120円 120円 120円 120円 120円
３級 100円 100円 100円 100円 100円
４級 80円 80円 80円 80円 80円
５級 70円 70円 70円 70円 70円
６級 60円 60円 60円 60円 60円
７級 50円 50円 50円 50円 50円
８級 40円 40円 40円 40円 40円
９級 30円 30円 30円 30円 30円

１０級 20円 20円 20円 20円 20円

　

（

平

成

元

年

度

か

ら

ゴ

ル

フ

場

利

用

税

）

娯

楽

施

設

利

用

税

外

形

課

税

区　　　　　　分

ボ ー リ ン グ 場

（１レーンにつき）

パ チ ン コ 場

スマートボール場

（ １ 台 に つ き ）

ゴ ル フ 練 習 場

（１人１回につき）

射 的 場
（ １ ち ょ う に つ き ）

アーチェリー場
（１人１日につき）
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Ｓ５９～６３年度 Ｈ元～２年度 Ｈ３～１１年度

料
理
店
・
バ
ー

キ
ャ
バ
レ
ー

免 税 点

税 率 10%

5,000円
（3.6.30まで）

3%

7,500円

3%

免 税 点 5,000円
（H1.3.31まで）

10,000円
（3.6.30まで）

15,000円

基 礎 控 除 2,500円 　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－

税 率 10% 3% 3%

免税点 １品の価格 1,000円 1,000円 　　　　　　　　　－

税 率 10% 3% 　　　　　　　　　－

飲
　
食
　
店
　
等

免 税 点

税 率

2,500円
（H1.3.31まで）

10%

5,000円
（3.6.30まで）

3%

7,500円

3%

税目

料

理

飲

食

等

消

費

税

（

平

成

元

年

度

か

ら

特

別

地

方

消

費

税

）

区　　　　　　　分

区
　
分
　
経
　
理

食
　
　
　
　
　
堂

旅
　
　
　
　
　
　
館
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営業用 自家用 営業用 自家用

総排気量が１．０リットル以下のもの

　　　〃　　　１．０リットルを超え１．５リットル以下のもの

　　　〃　  　１．５リットル　 〃   　２．０リットル　〃　　　

　　　〃　  　２．０リットル　 〃   　２．５リットル　〃　　　

　　　〃　  　２．５リットル　 〃   　３．０リットル　〃　　　

　　　〃　  　３．０リットル　 〃   　３．５リットル　〃　　　

　　　〃　  　３．５リットル　 〃   　４．０リットル　〃　　　

　　　〃　  　４．０リットル　 〃   　４．５リットル　〃　　　

　　　〃　  　４．５リットル　 〃   　６．０リットル　〃　　　

　　　〃　  　６．０リットルを超えるもの　　　

総排気量が１．０リットル以下のもの ８，２００円 ３２，４００円

　　　〃　　　１．０リットルを超え１．５リットル以下のもの ９，３００円 ３７，９００円

　　　〃　  　１．５リットル　 〃   　２．０リットル　〃　　　 １０，４００円 ４３，４００円

　　　〃　  　２．０リットル　 〃   　２．５リットル　〃　　　 １５，１００円 ４９，５００円

　　　〃　  　２．５リットル　 〃   　３．０リットル　〃　　　 １７，２００円 ５６，１００円

　　　〃　  　３．０リットル　 〃   　３．５リットル　〃　　　 １９，６００円 ６３，８００円

　　　〃　  　３．５リットル　 〃   　４．０リットル　〃　　　 ２２，５００円 ７３，１００円

　　　〃　  　４．０リットル　 〃   　４．５リットル　〃　　　 ２５，９００円 ８４，１００円

　　　〃　  　４．５リットル　 〃   　６．０リットル　〃　　　 ２９，９００円 ９６，８００円

　　　〃　  　６．０リットルを超えるもの　　　 ４４，７００円 １２２，１００円

総排気量が１．０リットル以下のもの

　　　〃　　　１．０リットルを超え１．５リットル以下のもの

　　　〃　  　１．５リットル　 〃   　２．０リットル　〃　　　

　　　〃　  　２．０リットル　 〃   　２．５リットル　〃　　　

　　　〃　  　２．５リットル　 〃   　３．０リットル　〃　　　

　　　〃　  　３．０リットル　 〃   　３．５リットル　〃　　　

　　　〃　  　３．５リットル　 〃   　４．０リットル　〃　　　

　　　〃　  　４．０リットル　 〃   　４．５リットル　〃　　　

　　　〃　  　４．５リットル　 〃   　６．０リットル　〃　　　

　　　〃　  　６．０リットルを超えるもの　　　

電気を動力源とするもの

総排気量が１．０リットル以下のもの ４，０００円 １５，０００円

　　　〃　　　１．０リットルを超え１．５リットル以下のもの ４，５００円 １７，５００円

　　　〃　  　１．５リットル　 〃   　２．０リットル　〃　　　 ５，０００円 ２０，０００円

　　　〃　  　２．０リットル　 〃   　２．５リットル　〃　　　 ７，０００円 ２２，５００円

　　　〃　  　２．５リットル　 〃   　３．０リットル　〃　　　 ８，０００円 ２５，５００円

　　　〃　  　３．０リットル　 〃   　３．５リットル　〃　　　 ９，０００円 ２９，０００円

　　　〃　  　３．５リットル　 〃   　４．０リットル　〃　　　 １０，５００円 ３３，５００円

　　　〃　  　４．０リットル　 〃   　４．５リットル　〃　　　 １２，０００円 ３８，５００円

　　　〃　  　４．５リットル　 〃   　６．０リットル　〃　　　 １４，０００円 ４４，０００円

　　　〃　  　６．０リットルを超えるもの　　　 ２０，５００円 ５５，５００円

電気を動力源とするもの ４，０００円 １５，０００円

総排気量が１．０リットル以下のもの ６，０００円 ２２，５００円

　　　〃　　　１．０リットルを超え１．５リットル以下のもの ６，５００円 ２６，０００円

　　　〃　  　１．５リットル　 〃   　２．０リットル　〃　　　 ７，５００円 ３０，０００円

　　　〃　  　２．０リットル　 〃   　２．５リットル　〃　　　 １０，５００円 ３４，０００円

　　　〃　  　２．５リットル　 〃   　３．０リットル　〃　　　 １２，０００円 ３８，５００円

　　　〃　  　３．０リットル　 〃   　３．５リットル　〃　　　 １３，５００円 ４３，５００円

　　　〃　  　３．５リットル　 〃   　４．０リットル　〃　　　 １５，５００円 ５０，０００円

　　　〃　  　４．０リットル　 〃   　４．５リットル　〃　　　 １８，０００円 ５７，５００円

　　　〃　  　４．５リットル　 〃   　６．０リットル　〃　　　 ２０，５００円 ６６，０００円

　　　〃　  　６．０リットルを超えるもの　　　 ３１，０００円 ８３，５００円

総排気量が１．０リットル以下のもの ７，０００円 ２６，０００円

　　　〃　　　１．０リットルを超え１．５リットル以下のもの ７，５００円 ３０，５００円

　　　〃　  　１．５リットル　 〃   　２．０リットル　〃　　　 ８，５００円 ３４，５００円

　　　〃　  　２．０リットル　 〃   　２．５リットル　〃　　　 １２，５００円 ３９，５００円

　　　〃　  　２．５リットル　 〃   　３．０リットル　〃　　　 １４，０００円 ４４，５００円

　　　〃　  　３．０リットル　 〃   　３．５リットル　〃　　　 １６，０００円 ５０，５００円

　　　〃　  　３．５リットル　 〃   　４．０リットル　〃　　　 １８，０００円 ５８，０００円

　　　〃　  　４．０リットル　 〃   　４．５リットル　〃　　　 ２１，０００円 ６７，０００円

　　　〃　  　４．５リットル　 〃   　６．０リットル　〃　　　 ２４，０００円 ７７，０００円

　　　〃　  　６．０リットルを超えるもの　　　 ３５，５００円 ９７，０００円

総排気量が１．０リットル以下のもの ７，５００円 ２９，５００円 ７，５００円 ２９，５００円

　　　〃　　　１．０リットルを超え１．５リットル以下のもの ８，５００円 ３４，５００円 ８，５００円 ３４，５００円

　　　〃　  　１．５リットル　 〃   　２．０リットル　〃　　　 ９，５００円 ３９，５００円 ９，５００円 ３９，５００円

　　　〃　  　２．０リットル　 〃   　２．５リットル　〃　　　 １３，８００円 ４５，０００円 １３，８００円 ４５，０００円

　　　〃　  　２．５リットル　 〃   　３．０リットル　〃　　　 １５，７００円 ５１，０００円 １５，７００円 ５１，０００円

　　　〃　  　３．０リットル　 〃   　３．５リットル　〃　　　 １７，９００円 ５８，０００円 １７，９００円 ５８，０００円

　　　〃　  　３．５リットル　 〃   　４．０リットル　〃　　　 ２０，５００円 ６６，５００円 ２０，５００円 ６６，５００円

　　　〃　  　４．０リットル　 〃   　４．５リットル　〃　　　 ２３，６００円 ７６，５００円 ２３，６００円 ７６，５００円

　　　〃　  　４．５リットル　 〃   　６．０リットル　〃　　　 ２７，２００円 ８８，０００円 ２７，２００円 ８８，０００円

　　　〃　  　６．０リットルを超えるもの　　　 ４０，７００円 １１１，０００円 ４０，７００円 １１１，０００円

電気を動力源とするもの ７，０００円 ２５，５００円 ７，５００円 ２９，５００円
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営業用 自家用 営業用 自家用 営業用 自家用 営業用
自家用

（初回新規登録
がR1.9.30以

自家用
（初回新規登録

がR1.10.1以
８，６００円 ３３，９００円 ８，６００円 ３３，９００円

９，７００円 ３９，６００円 ９，７００円 ３９，６００円

１０，９００円 ４５，４００円 １０，９００円 ４５，４００円

１５，８００円 ５１，７００円 １５，８００円 ５１，７００円

１８，０００円 ５８，６００円 １８，０００円 ５８，６００円

２０，５００円 ６６，７００円 ２０，５００円 ６６，７００円

２３，５００円 ７６，４００円 ２３，５００円 ７６，４００円

２７，１００円 ８７，９００円 ２７，１００円 ８７，９００円

３１，２００円 １０１，２００円 ３１，２００円 １０１，２００円

４６，８００円 １２７，６００円 ４６，８００円 １２７，６００円

８，２００円 ３２，４００円 ８，２００円 ３２，４００円

９，３００円 ３７，９００円 ９，３００円 ３７，９００円

１０，４００円 ４３，４００円 １０，４００円 ４３，４００円

１５，１００円 ４９，５００円 １５，１００円 ４９，５００円

１７，２００円 ５６，１００円 １７，２００円 ５６，１００円

１９，６００円 ６３，８００円 １９，６００円 ６３，８００円

２２，５００円 ７３，１００円 ２２，５００円 ７３，１００円

２５，９００円 ８４，１００円 ２５，９００円 ８４，１００円

２９，９００円 ９６，８００円 ２９，９００円 ９６，８００円

４４，７００円 １２２，１００円 ４４，７００円 １２２，１００円

２，０００円 ７，５００円 ２，０００円 ７，５００円 ６，５００円

２，５００円 ９，０００円 ２，５００円 ９，０００円 ８，０００円

２，５００円 １０，０００円 ２，５００円 １０，０００円 ９，０００円

３，５００円 １１，５００円 ３，５００円 １１，５００円 １１，０００円

４，０００円 １３，０００円 ４，０００円 １３，０００円 １２，５００円

４，５００円 １４，５００円 ４，５００円 １４，５００円 １４，５００円

５，５００円 １７，０００円 ５，５００円 １７，０００円 １６，５００円

６，０００円 １９，５００円 ６，０００円 １９，５００円 １９，０００円

７，０００円 ２２，０００円 ７，０００円 ２２，０００円 ２２，０００円

１０，５００円 ２８，０００円 １０，５００円 ２８，０００円 ２７，５００円

２，０００円 ７，５００円 ２，０００円 ７，５００円 ６，５００円

４，０００円 １５，０００円 ４，０００円 １５，０００円 ４，０００円 １５，０００円 ４，０００円 １５，０００円 １２，５００円

４，５００円 １７，５００円 ４，５００円 １７，５００円 ４，５００円 １７，５００円 ４，５００円 １７，５００円 １５，５００円

５，０００円 ２０，０００円 ５，０００円 ２０，０００円 ５，０００円 ２０，０００円 ５，０００円 ２０，０００円 １８，０００円

７，０００円 ２２，５００円 ７，０００円 ２２，５００円 ７，０００円 ２２，５００円 ７，０００円 ２２，５００円 ２２，０００円

８，０００円 ２５，５００円 ８，０００円 ２５，５００円 ８，０００円 ２５，５００円 ８，０００円 ２５，５００円 ２５，０００円

９，０００円 ２９，０００円 ９，０００円 ２９，０００円 ９，０００円 ２９，０００円 ９，０００円 ２９，０００円 ２８，５００円

１０，５００円 ３３，５００円 １０，５００円 ３３，５００円 １０，５００円 ３３，５００円 １０，５００円 ３３，５００円 ３３，０００円

１２，０００円 ３８，５００円 １２，０００円 ３８，５００円 １２，０００円 ３８，５００円 １２，０００円 ３８，５００円 ３８，０００円

１４，０００円 ４４，０００円 １４，０００円 ４４，０００円 １４，０００円 ４４，０００円 １４，０００円 ４４，０００円 ４３，５００円

２０，５００円 ５５，５００円 ２０，５００円 ５５，５００円 ２０，５００円 ５５，５００円 ２０，５００円 ５５，５００円 ５５，０００円

４，０００円 １５，０００円 ４，０００円 １５，０００円 ４，０００円 １５，０００円 ４，０００円 １５，０００円 １２，５００円

６，０００円 ２２，５００円 ６，０００円 ２２，５００円

６，５００円 ２６，０００円 ６，５００円 ２６，０００円

７，５００円 ３０，０００円 ７，５００円 ３０，０００円

１０，５００円 ３４，０００円 １０，５００円 ３４，０００円

１２，０００円 ３８，５００円 １２，０００円 ３８，５００円

１３，５００円 ４３，５００円 １３，５００円 ４３，５００円

１５，５００円 ５０，０００円 １５，５００円 ５０，０００円

１８，０００円 ５７，５００円 １８，０００円

２０，５００円 ６６，０００円 ２０，５００円 ６６，０００円

３１，０００円 ８３，５００円 ３１，０００円 ８３，５００円

７，５００円 ２９，５００円 ７，５００円 ２９，５００円 ７，５００円 ２９，５００円 ７，５００円 ２９，５００円 ２５，０００円

８，５００円 ３４，５００円 ８，５００円 ３４，５００円 ８，５００円 ３４，５００円 ８，５００円 ３４，５００円 ３０，５００円

９，５００円 ３９，５００円 ９，５００円 ３９，５００円 ９，５００円 ３９，５００円 ９，５００円 ３９，５００円 ３６，０００円

１３，８００円 ４５，０００円 １３，８００円 ４５，０００円 １３，８００円 ４５，０００円 １３，８００円 ４５，０００円 ４３，５００円

１５，７００円 ５１，０００円 １５，７００円 ５１，０００円 １５，７００円 ５１，０００円 １５，７００円 ５１，０００円 ５０，０００円

１７，９００円 ５８，０００円 １７，９００円 ５８，０００円 １７，９００円 ５８，０００円 １７，９００円 ５８，０００円 ５７，０００円

２０，５００円 ６６，５００円 ２０，５００円 ６６，５００円 ２０，５００円 ６６，５００円 ２０，５００円 ６６，５００円 ６５，５００円

２３，６００円 ７６，５００円 ２３，６００円 ７６，５００円 ２３，６００円 ７６，５００円 ２３，６００円 ７６，５００円 ７５，５００円

２７，２００円 ８８，０００円 ２７，２００円 ８８，０００円 ２７，２００円 ８８，０００円 ２７，２００円 ８８，０００円 ８７，０００円

４０，７００円 １１１，０００円 ４０，７００円 １１１，０００円 ４０，７００円 １１１，０００円 ４０，７００円 １１１，０００円 １１０，０００円

７，５００円 ２９，５００円 ７，５００円 ２９，５００円 ７，５００円 ２９，５００円 ７，５００円 ２９，５００円 ２５，０００円

Ｒ元年度（R1.10.1から）～７年度Ｈ２７～Ｒ元年度（R1.9.30まで）Ｈ１７～２２年度 Ｈ２３～２６年度
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営業用 自家用 営業用 自家用 営業用 自家用

最大積載量が１トン以下のもの

　　　〃　　　１．０トンを超え２トン以下のもの

　　　〃　  　２トン　 〃   　３トン　〃　　　

　　　〃　  　３トン　 〃   　４トン　〃　　　

　　　〃　  　４トン　 〃   　５トン　〃　　　

　　　〃　  　５トン　 〃   　６トン　〃　　　

　　　〃　  　６トン　 〃   　７トン　〃　　　

　　　〃　  　７トン　 〃   　８トン　〃　　　

　　　〃　  　８トン　 〃   　９トン　〃　　　

　　　〃　  　９トン　 〃　　１０トン　〃　　　

１０トンを超えるもの

最大積載量が１トン以下のもの

　　　〃　　　１．０トンを超え２トン以下のもの

　　　〃　  　２トン　 〃   　３トン　〃　　　

　　　〃　  　３トン　 〃   　４トン　〃　　　

　　　〃　  　４トン　 〃   　５トン　〃　　　

　　　〃　  　５トン　 〃   　６トン　〃　　　

　　　〃　  　６トン　 〃   　７トン　〃　　　

　　　〃　  　７トン　 〃   　８トン　〃　　　

　　　〃　  　８トン　 〃   　９トン　〃　　　

　　　〃　  　９トン　 〃　　１０トン　〃　　　

１０トンを超えるもの

最大積載量が１トン以下のもの

　　　〃　　　１．０トンを超え２トン以下のもの

　　　〃　  　２トン　 〃   　３トン　〃　　　

　　　〃　  　３トン　 〃   　４トン　〃　　　

　　　〃　  　４トン　 〃   　５トン　〃　　　

　　　〃　  　５トン　 〃   　６トン　〃　　　

　　　〃　  　６トン　 〃   　７トン　〃　　　

　　　〃　  　７トン　 〃   　８トン　〃　　　

　　　〃　  　８トン　 〃   　９トン　〃　　　

　　　〃　  　９トン　 〃　　１０トン　〃　　　
１０トンを超えるもの

最大積載量が１トン以下のもの

　　　〃　　　１．０トンを超え２トン以下のもの

　　　〃　  　２トン　 〃   　３トン　〃　　　

　　　〃　  　３トン　 〃   　４トン　〃　　　

　　　〃　  　４トン　 〃   　５トン　〃　　　

　　　〃　  　５トン　 〃   　６トン　〃　　　

　　　〃　  　６トン　 〃   　７トン　〃　　　

　　　〃　  　７トン　 〃   　８トン　〃　　　

　　　〃　  　８トン　 〃   　９トン　〃　　　

　　　〃　  　９トン　 〃　　１０トン　〃　　　
１０トンを超えるもの

最大積載量が１トン以下のもの

　　　〃　　　１．０トンを超え２トン以下のもの

　　　〃　  　２トン　 〃   　３トン　〃　　　

　　　〃　  　３トン　 〃   　４トン　〃　　　

　　　〃　  　４トン　 〃   　５トン　〃　　　

　　　〃　  　５トン　 〃   　６トン　〃　　　

　　　〃　  　６トン　 〃   　７トン　〃　　　

　　　〃　  　７トン　 〃   　８トン　〃　　　

　　　〃　  　８トン　 〃   　９トン　〃　　　

　　　〃　  　９トン　 〃　　１０トン　〃　　　
１０トンを超えるもの

最大積載量が１トン以下のもの 6,000円 7,000円 3,200円 4,000円

　　　　　　　　　１トンを超え２トン以下のもの 8,500円 10,000円 4,500円 5,700円

最大積載量が１トン以下のもの 6,500円 8,000円 6,500円 8,000円 6,500円 8,000円

　　　〃　　　１．０トンを超え２トン以下のもの 9,000円 11,500円 9,000円 11,500円 9,000円 11,500円

　　　〃　  　２トン　 〃   　３トン　〃　　　 12,000円 16,000円 12,000円 16,000円 12,000円 16,000円

　　　〃　  　３トン　 〃   　４トン　〃　　　 15,000円 20,500円 15,000円 20,500円 15,000円 20,500円

　　　〃　  　４トン　 〃   　５トン　〃　　　 18,500円 25,500円 18,500円 25,500円 18,500円 25,500円

　　　〃　  　５トン　 〃   　６トン　〃　　　 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円

　　　〃　  　６トン　 〃   　７トン　〃　　　 25,500円 35,000円 25,500円 35,000円 25,500円 35,000円

　　　〃　  　７トン　 〃   　８トン　〃　　　 29,500円 40,500円 29,500円 40,500円 29,500円 40,500円

　　　〃　  　８トン　 〃   　９トン　〃　　　 34,200円 46,800円 34,200円 46,800円 34,200円 46,800円

　　　〃　  　９トン　 〃　　１０トン　〃　　　 38,900円 53,100円 38,900円 53,100円 38,900円 53,100円
１０トンを超えるもの １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと

4,700円加算 6,300円加算 4,700円加算 6,300円加算 4,700円加算 6,300円加算
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営業用 自家用 営業用 自家用 営業用 自家用 営業用 自家用

7,100円 8,800円 7,100円 8,800円 7,100円 8,800円 7,100円 8,800円

9,900円 12,600円 9,900円 12,600円 9,900円 12,600円 9,900円 12,600円

13,200円 17,600円 13,200円 17,600円 13,200円 17,600円 13,200円 17,600円

16,500円 22,500円 16,500円 22,500円 16,500円 22,500円 16,500円 22,500円

20,300円 28,000円 20,300円 28,000円 20,300円 28,000円 20,300円 28,000円

24,200円 33,000円 24,200円 33,000円 24,200円 33,000円 24,200円 33,000円

28,000円 38,500円 28,000円 38,500円 28,000円 38,500円 28,000円 38,500円

32,400円 44,500円 32,400円 44,500円 32,400円 44,500円 32,400円 44,500円

37,500円 51,400円 37,500円 51,400円 37,500円 51,400円 37,500円 51,400円

42,600円 58,300円 42,600円 58,300円 42,600円 58,300円 42,600円 58,300円

１トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと

5,100円加算 6,900円加算 5,100円加算 6,900円加算 5,100円加算 6,900円加算 5,100円加算 6,900円加算

2,000円 2,000円

2,500円 3,000円

3,000円 4,000円

4,000円 5,500円

5,000円 6,500円

5,500円 7,500円

6,500円 9,000円

7,500円 10,500円

8,700円 12,100円

9,900円 13,700円

１トン増ごと １トン増ごと

1,200円加算 1,600円加算

3,500円 4,000円 3,500円 4,000円 3,500円 4,000円 3,500円 4,000円

4,500円 6,000円 4,500円 6,000円 4,500円 6,000円 4,500円 6,000円

6,000円 8,000円 6,000円 8,000円 6,000円 8,000円 6,000円 8,000円

7,500円 10,500円 7,500円 10,500円 7,500円 10,500円 7,500円 10,500円

9,500円 13,000円 9,500円 13,000円 9,500円 13,000円 9,500円 13,000円

11,000円 15,000円 11,000円 15,000円 11,000円 15,000円 11,000円 15,000円

13,000円 17,500円 13,000円 17,500円 13,000円 17,500円 13,000円 17,500円

15,000円 20,500円 15,000円 20,500円 15,000円 20,500円 15,000円 20,500円

17,400円 23,700円 17,400円 23,700円 17,400円 23,700円 17,400円 23,700円

19,800円 26,900円 19,800円 26,900円 19,800円 26,900円 19,800円 26,900円
１トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと

2,400円加算 3,200円加算 2,400円加算 3,200円加算 2,400円加算 3,200円加算 2,400円加算 3,200円加算

5,000円 6,000円 5,000円 6,000円 5,000円 6,000円

7,000円 9,000円 7,000円 9,000円 7,000円 9,000円

9,000円 12,000円 9,000円 12,000円 9,000円 12,000円

11,500円 15,500円 11,500円 15,500円 11,500円 15,500円

14,000円 19,500円 14,000円 19,500円 14,000円 19,500円

16,500円 22,500円 16,500円 22,500円 16,500円 22,500円

19,500円 26,500円 19,500円 26,500円 19,500円 26,500円

22,500円 30,500円 22,500円 30,500円 22,500円 30,500円

26,000円 35,200円 26,000円 35,200円 26,000円 35,200円

29,500円 39,900円 29,500円 39,900円 29,500円 39,900円
１トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと

3,500円加算 4,700円加算 3,500円加算 4,700円加算 3,500円加算 4,700円加算

6,000円 7,000円

8,000円

10,500円 14,000円

13,500円 18,000円

16,500円 22,500円

19,500円 26,500円

22,500円 30,500円

26,000円 35,500円

30,100円 41,000円

34,200円 46,500円
１トン増ごと １トン増ごと

4,100円加算 5,500円加算

6,500円 8,000円 6,500円 8,000円 6,500円 8,000円 6,500円 8,000円

9,000円 11,500円 9,000円 11,500円 9,000円 11,500円 9,000円 11,500円

12,000円 16,000円 12,000円 16,000円 12,000円 16,000円 12,000円 16,000円

15,000円 20,500円 15,000円 20,500円 15,000円 20,500円 15,000円 20,500円

18,500円 25,500円 18,500円 25,500円 18,500円 25,500円 18,500円 25,500円

22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円

25,500円 35,000円 25,500円 35,000円 25,500円 35,000円 25,500円 35,000円

29,500円 40,500円 29,500円 40,500円 29,500円 40,500円 29,500円 40,500円

34,200円 46,800円 34,200円 46,800円 34,200円 46,800円 34,200円 46,800円

38,900円 53,100円 38,900円 53,100円 38,900円 53,100円 38,900円 53,100円
１トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと １トン増ごと

4,700円加算 6,300円加算 4,700円加算 6,300円加算 4,700円加算 6,300円加算 4,700円加算 6,300円加算

Ｈ２７～Ｒ７年度Ｈ１７～２２年度Ｈ１４～１６年度 Ｈ２３～２６年度
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営業用 自家用 営業用 自家用

四輪以上の小型車に属するもの 8,200円 11,200円
普通自動車に属するもの 16,600円 22,600円
四輪以上の小型車に属するもの
普通自動車に属するもの
四輪以上の小型車に属するもの 4,000円 5,500円
普通自動車に属するもの 8,000円 10,500円
四輪以上の小型車に属するもの 6,000円 8,000円
普通自動車に属するもの 11,500円 15,500円
四輪以上の小型車に属するもの 7,000円 9,000円
普通自動車に属するもの 13,500円 18,000円
四輪以上の小型車に属するもの 3,700円 5,100円
普通自動車に属するもの 7,500円 10,300円
四輪以上の小型車に属するもの 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円

普通自動車に属するもの 15,100円 20,600円 15,100円 20,600円 15,100円 20,600円

3,900円 5,300円 3,900円 5,300円 3,900円 5,300円

８トン以下 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円

7,500円に 10,200円に 7，500円に 10,200円に 7，500円に 10,200円に
1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに
3,800円加算 5,100円加算 3,800円加算 5,100円加算 3,800円加算 5,100円加算

4,100円 5,700円
5,200円 6,900円
6,900円 8,800円
6,900円 8,800円

1,800円 2,600円
2,300円 3,200円
3,200円 4,000円
3,200円 4,000円
1,800円 2,600円
2,800円 4,000円
3,500円 5,000円
5,000円 6,000円
5,000円 6,000円
3,000円 4,500円
4,000円 5,500円
5,500円 7,000円
5,500円 7,000円

1,800円 2,600円
2,300円 3,100円
3,100円 4,000円
3,700円 5,200円 3,700円 5,200円
4,700円 6,300円 4,700円 6,300円
6,300円 8,000円 6,300円 8,000円
6,300円 8,000円 6,300円 8,000円
3,700円 5,200円 3,700円 5,200円

29,100円 13,200円
35,200円 15,900円
41,800円 19,200円
48,400円 22,000円
55,500円 24,700円
62,700円 28,000円
70,400円 31,900円

36,300円
45,100円
53,900円
62,700円
72,000円
81,400円
91,300円

13,500円 6,000円
16,000円 7,500円
19,000円 9,000円
22,000円 10,000円
25,500円 11,500円
28,500円 13,000円
32,000円 14,500円
6,000円 16,500円
7,500円 20,500円
9,000円 24,500円

10,000円 28,500円
11,500円 33,000円
13,000円 37,000円
14,500円 41,500円

学

校

教

育

法

第
一

条

に

規

定

す

る

学
校

の

ス

ク
ー

ル

バ

ス

そ

の

他

学

校

教

育

法

第
一

条

に

規

定

す

る

学
校

の

ス

ク
ー

ル

バ

ス

　　　〃　　　80人を超えるもの
乗車定員が30人以下のもの

そ

の

他

総排気量が1.5リットルを超えるもの

電気を動力源とするもの

　　　〃　　　60 　 〃  　70　　〃
　　　〃　　　70 　 〃  　80　　〃

総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

総排気量が1.5リットルを超えるもの
総排気量が1.0リットル以下のもの
総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

ロータリーエンジンを原動機とするもの

　　　〃　　　50 　 〃  　60　　〃

総排気量が1.0リットル以下のもの

総排気量が1.5リットルを超えるもの
ロータリーエンジンを原動機とするもの
総排気量が1.0リットル以下のもの
総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

総排気量が1.0リットル以下のもの
総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

総排気量が1.5リットルを超えるもの
ロータリーエンジンを原動機とするもの

総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

総排気量が1.5リットルを超えるもの
ロータリーエンジンを原動機とするもの
電気を動力源とするもの

税目

公 害 規 制 適 合 車

そ        の        他

小  型  自  動  車  に  属  す  る  も  の

自

動

車

税

(

令

和

元

年

１

０

月

１

日

か

ら

自

動

車

税

種

別

割

)

ト
　
　
ラ
　
　

ッ
　
　
ク

グ

リ

ー

ン

化

税

制

対

象

車

概ね１０％
重課

概ね５０％
軽課

概ね２５％
軽課

ロータリーエンジンを原動機とするもの

総排気量が1.0リットル以下のもの

営業用 自家用

Ｈ１４～１６年度

概ね７５％軽課

総排気量が1.0リットル以下のもの

　　　〃　　　30人を超え40人以下のもの

概ね１３％
軽課

概
ね
5
0
％
軽
課

そ  の  他

最
大
乗
車
定
員
が
４
人
以
上
で
乗
用
車
に
準
ず
る
も
の
に
つ
い
て
は
該
当

の
ト
ラ

ッ
ク
の
税
額
に
次
の
区
分
に
従

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
税
額
を
加

算
し
た
税
額
と
す
る

。

概
ね
1
0
％
重
課

　　　〃　　　80人を超えるもの

公害規制
適合車

総排気量が1.0リットル以下のもの

概ね７５％
軽課

そ

の

他

そ

の

他

Ｈ６～１３年度

８トンを超えるもの

　　　〃　　　60 　 〃  　70　　〃
　　　〃　　　70 　 〃  　80　　〃

　　　〃　　　70 　 〃  　80　　〃

　　　〃　　　30人を超え40人以下のもの

　　　〃　　　40 　 〃  　50　　〃
　　　〃　　　50 　 〃  　60　　〃

バ

ス

Ｈ２～５年度

普通自動車に属するもの

被

け

ん

引

車

　　　〃　　　80人を超えるもの

　　　〃　　　30人を超え40人以下のもの

　　　〃　　　30人を超え40人以下のもの
　　　〃　　　40 　 〃  　50　　〃
　　　〃　　　50 　 〃  　60　　〃

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分

貨

物

兼

用

車

　　　〃　　　60 　 〃  　70　　〃

概ね１３％軽課

グリーン化税
制

対  象  車

け
ん
引
車

概ね１０％重課

概ね５０％軽課

概ね２５％軽課

総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

総排気量が1.5リットルを超えるもの

グ

リ

ー

ン

化

税

制

対

象

車

乗車定員が30人以下のもの

　　　〃　　　40 　 〃  　50　　〃

乗車定員が30人以下のもの

乗車定員が30人以下のもの

　　　〃　　　70 　 〃  　80　　〃

　　　〃　　　80人を超えるもの

　　　〃　　　60 　 〃  　70　　〃

　　　〃　　　40 　 〃  　50　　〃
　　　〃　　　50 　 〃  　60　　〃

総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

総排気量が1.5リットルを超えるもの
ロータリーエンジンを原動機とするもの
電気を動力源とするもの

概
ね
７
５
％
軽
課

乗車定員が30人以下のもの
　　　〃　　　30人を超え40人以下のもの
　　　〃　　　40 　 〃  　50　　〃
　　　〃　　　50 　 〃  　60　　〃
　　　〃　　　60 　 〃  　70　　〃

　　　〃　　　30人を超え40人以下のもの
　　　〃　　　40 　 〃  　50　　〃
　　　〃　　　50 　 〃  　60　　〃
　　　〃　　　60 　 〃  　70　　〃
　　　〃　　　70 　 〃  　80　　〃
　　　〃　　　80人を超えるもの

　　　〃　　　70 　 〃  　80　　〃
　　　〃　　　80人を超えるもの

一

般

乗

合

用

乗車定員が30人以下のもの
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8,200円 11,200円 8,200円 11,200円 8,200円 11,200円
16,600円 22,600円 16,600円 22,600円 16,600円 22,600円

2,000円 3,000円
4,000円 5,500円

4,000円 5,500円 4,000円 5,500円 4,000円 5,500円
8,000円 10,500円 8,000円 10,500円 8,000円 10,500円
6,000円 8,000円 6,000円 8,000円

11,500円 15,500円 11,500円 15,500円

7,500円 10,200円 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円
15,100円 20,600円 15,100円 20,600円 15,100円 20,600円

3,900円 5,300円 3,900円 5,300円 3,900円 5,300円

7,500円 10,200円 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円

7，500円に 10,200円に 7,500円に 10,200円に 7,500円に 10,200円に
1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに 1ﾄﾝ増ごとに
3,800円加算 5,100円加算 3,800円加算 5,100円加算 3,800円加算 5,100円加算

4,100円 5,700円 4,100円 5,700円 4,100円 5,700円
5,200円 6,900円 5,200円 6,900円 5,200円 6,900円
6,900円 8,800円 6,900円 8,800円 6,900円 8,800円
6,900円 8,800円 6,900円 8,800円 6,900円 8,800円

1,000円 1,300円
1,200円 1,600円
1,600円 2,000円
1,600円 2,000円
1,000円 1,300円

1,800円 2,600円 1,800円 2,600円 1,800円 2,600円
2,300円 3,200円 2,300円 3,200円 2,300円 3,200円
3,200円 4,000円 3,200円 4,000円 3,200円 4,000円
3,200円 4,000円 3,200円 4,000円 3,200円 4,000円
1,800円 2,600円 1,800円 2,600円 1,800円 2,600円
2,800円 4,000円 2,800円 4,000円
3,500円 5,000円 3,500円 5,000円
5,000円 6,000円 5,000円 6,000円
5,000円 6,000円 5,000円 6,000円

3,700円 5,200円 3,700円 5,200円 3,700円 5,200円
4,700円 6,300円 4,700円 6,300円 4,700円 6,300円
6,300円 8,000円 6,300円 8,000円 6,300円 8,000円
6,300円 8,000円 6,300円 8,000円 6,300円 8,000円
3,700円 5,200円 3,700円 5,200円 3,700円 5,200円

29,100円 13,200円 29,100円 13,200円 29,100円 13,200円
35,200円 15,900円 35,200円 15,900円 35,200円 15,900円
41,800円 19,200円 41,800円 19,200円 41,800円 19,200円
48,400円 22,000円 48,400円 22,000円 48,400円 22,000円
55,500円 24,700円 55,500円 24,700円 55,500円 24,700円
62,700円 28,000円 62,700円 28,000円 62,700円 28,000円
70,400円 31,900円 70,400円 31,900円 70,400円 31,900円

36,300円 36,300円 36,300円
45,100円 45,100円 45,100円
53,900円 53,900円 53,900円
62,700円 62,700円 62,700円
72,000円 72,000円 72,000円
81,400円 81,400円 81,400円
91,300円 91,300円 91,300円

7,000円 3,000円
8,000円 4,000円
9,500円 4,500円

11,000円 5,000円
13,000円 6,000円
14,500円 6,500円
16,000円 7,500円
3,000円 8,500円
4,000円 10,500円
4,500円 12,500円
5,000円 14,500円
6,000円 16,500円
6,500円 18,500円
7,500円 21,000円

13,500円 6,000円 13,500円 6,000円 13,500円 6,000円
16,000円 7,500円 16,000円 7,500円 16,000円 7,500円
19,000円 9,000円 19,000円 9,000円 19,000円 9,000円
22,000円 10,000円 22,000円 10,000円 22,000円 10,000円
25,500円 11,500円 25,500円 11,500円 25,500円 11,500円
28,500円 13,000円 28,500円 13,000円 28,500円 13,000円
32,000円 14,500円 32,000円 14,500円 32,000円 14,500円
6,000円 16,500円 6,000円 16,500円 6,000円 16,500円
7,500円 20,500円 7,500円 20,500円 7,500円 20,500円
9,000円 24,500円 9,000円 24,500円 9,000円 24,500円

10,000円 28,500円 10,000円 28,500円 10,000円 28,500円
11,500円 33,000円 11,500円 33,000円 11,500円 33,000円
13,000円 37,000円 13,000円 37,000円 13,000円 37,000円
14,500円 41,500円 14,500円 41,500円 14,500円 41,500円

そ

の

他

学

校

教

育

法

第
一

条

に

規

定

す

る

学
校

の

ス

ク
ー

ル

バ

ス

一

般

乗

合

用

そ

の

他

そ

の

他

一

般

乗

合

用

そ

の

他

そ

の

他

学

校

教

育

法

第
一

条

に

規

定

す

る

学
校

の

ス

ク
ー

ル

バ

ス

そ

の

他

一

般

乗

合

用

そ

の

他

学

校

教

育

法

第
一

条

に

規

定

す

る

学
校

の

ス

ク
ー

ル

バ

ス

一

般

乗

合

用

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

学

校

教

育

法

第
一

条

に

規

定

す

る

学
校

の

ス

ク
ー

ル

バ

ス

学

校

教

育

法

第
一

条

に

規

定

す

る

学
校

の

ス

ク
ー

ル

バ

ス

そ

の

他

Ｈ２７～Ｒ７年度

営業用 自家用

Ｈ１７～２２年度

営業用 自家用

そ

の

他

学

校

教

育

法

第
一

条

に

規

定

す

る

学
校

の

ス

ク
ー

ル

バ

ス

Ｈ２３～２６年度

営業用 自家用

そ

の

他

学

校

教

育

法

第
一

条

に

規

定

す

る

学
校

の

ス

ク
ー

ル

バ

ス

そ

の

他
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20,000円 9,000円

24,000円 11,000円

28,500円 13,500円

33,000円 15,000円

38,000円 17,000円

43,000円 19,500円

48,000円 22,000円

9,000円 25,000円

11,000円 31,000円

13,500円 37,000円

15,000円 43,000円

17,000円 49,500円

19,500円 55,500円

22,000円 62,500円

23,500円 10,500円

28,000円 13,000円

33,500円 15,500円

38,500円 17,500円

44,000円 20,000円

50,000円 22,500円

56,000円 25,500円

10,500円 29,000円

13,000円 36,000円

15,500円 43,000円

17,500円 50,000円

20,000円 57,000円

22,500円 64,500円

25,500円 72,500円

26,500円 12,000円 26,500円 12,000円 26,500円 12,000円

32,000円 14,500円 32,000円 14,500円 32,000円 14,500円

38,000円 17,500円 38,000円 17,500円 38,000円 17,500円

44,000円 20,000円 44,000円 20,000円 44,000円 20,000円

50,500円 22,500円 50,500円 22,500円 50,500円 22,500円

57,000円 25,500円 57,000円 25,500円 57,000円 25,500円

64,000円 29,000円 64,000円 29,000円 64,000円 29,000円

12,000円 33,000円 12,000円 33,000円 12,000円 33,000円

14,500円 41,000円 14,500円 41,000円 14,500円 41,000円

17,500円 49,000円 17,500円 49,000円 17,500円 49,000円

20,000円 57,000円 20,000円 57,000円 20,000円 57,000円

22,500円 66,500円 22,500円 66,500円 22,500円 65,500円

25,500円 74,000円 25,500円 74,000円 25,500円 74,000円

29,000円 83,000円 29,000円 83,000円 29,000円 83,000円

最大積載量が１トン以下のもの 4,900円 6,600円
　　 　〃　　　　１トンを超えるもの 7,300円 9,600円
けん引車 4,200円 5,800円
最大積載量が１トン以下のもの
　　 　〃　　　　１トンを超えるもの

けん引車
最大積載量が１トン以下のもの 2,500円 3,000円
　　 　〃　　　　１トンを超えるもの 3,500円 4,500円
けん引車 2,000円 3,000円
最大積載量が１トン以下のもの 3,500円 4,500円
　　 　〃　　　　１トンを超えるもの 5,500円 7,000円
けん引車 3,000円 4,000円
最大積載量が１トン以下のもの 4,000円 5,500円
　　 　〃　　　　１トンを超えるもの 6,000円 8,000円
けん引車 3,500円 5,000円
最大積載量が１トン以下のもの 4,500円 6,000円 4,500円 6,000円 4,500円 6,000円
　　 　〃　　　　１トンを超えるもの 6,700円 8,800円 6,700円 8,800円 6,700円 8,800円
けん引車 3,900円 5,300円 3,900円 5,300円 3,900円 5,300円

   霊   き   ゅ   う   車 11,400円 15,100円

宣  伝  車 小型車 15,100円 20,500円

普通車 24,200円 33,000円

車両重量が５トン以下のもの 12,300円 15,900円

クレーン車       〃 　　５トンを超え10トン以下のもの 18,400円 25,100円

　　　〃　　10トンを超えるもの 29,100円 39,400円

概ね75%軽課

そ
 

の
 

他

一
般
乗
合
用

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

そ
 

の
 

他

そ
 

の
 

他

一
般
乗
合
用

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

そ
 

の
 

他

Ｈ６～１３年度 Ｈ１４～１６年度

営業用 自家用 営業用 自家用

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

そ
 

の
 

他

そ
 

の
 

他

一
般
乗
合
用

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

そ
 

の
 

他

一
般
乗
合
用

　　　〃　　　４０　　〃　 　５０　　　〃

　　　〃　　　５０　　〃　 　６０　　　〃

その他
            16,500円

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

一
般
乗
合
用

そ
 

の
 

他

その他
            13,200円

      〃　　　３０人を超え４０人以下のもの

乗員定員が３０人以下のもの

　　　〃　　　４０　　〃　 　５０　　　〃

　　　　　　　　　　　８０人を超えるもの

一般乗合用
              6,000円

　　　〃　　　５０　　〃　 　６０　　　〃

乗員定員が３０人以下のもの

　　　〃　　　６０　　〃　 　７０　　　〃

　　　〃　　　７０　　〃　 　８０　　　〃

　　　　　　　　　　　８０人を超えるもの

　　　〃　　　６０　　〃　 　７０　　　〃

　　　〃　　　７０　　〃　 　８０　　　〃

そ
 
 

の
 
 

他

スクールバス
              6,000円

      〃　　　３０人を超え４０人以下のもの

　　　〃　　　４０　　〃　 　５０　　　〃

　　　〃　　　５０　　〃　 　６０　　　〃

　　　〃　　　６０　　〃　 　７０　　　〃

乗員定員が３０人以下のもの

　　　　　　　　　　　８０人を超えるもの

　　　〃　　　７０　　〃　 　８０　　　〃

      〃　　　３０人を超え４０人以下のもの

営業用

Ｈ２～５年度

自家用

乗員定員が３０人以下のもの

      〃　　　３０人を超え４０人以下のもの

乗員定員が３０人以下のもの

　　　〃　　　６０　　〃　 　７０　　　〃

　　　〃　　　７０　　〃　 　８０　　　〃

      〃　　　３０人を超え４０人以下のもの

　　　　　　　　　　　８０人を超えるもの

概ね13%軽課

　　　　　　　　　　　８０人を超えるもの

概ね50%軽課

概ね25%軽課

　　　〃　　　６０　　〃　 　７０　　　〃

　　　〃　　　７０　　〃　 　８０　　　〃

概

ね

１

３

％

軽

課

　　　〃　　　５０　　〃　 　６０　　　〃

　　　〃　　　４０　　〃　 　５０　　　〃

　　　〃　　　５０　　〃　 　６０　　　〃

小

型

三

輪

ト

ラ

ッ

ク

特
種
用
途
車

グ

リ
ー

ン

化

税
制

対

象

車

グ
リ
ー

ン
化
税
制
対
象
車

そ の 他

概
ね
１
０
％
重
課

適
合
車

公
害
規
制

　　　乗員定員が３０人以下のもの

　　　　　　　　　　　８０人を超えるもの

　　　〃　　　４０　　〃　 　５０　　　〃

税目 区　　　　　　　　　　　　　　　　　分

概

ね

２

５

％

軽

課

グ

リ

ー

ン

化

税

制

対

象

車

自

動

車

税

(

令

和

元

年

１

０

月

１

日

か

ら

自

動

車

税

種

別

割

)

バ

ス

乗員定員が３０人以下のもの

      〃　　　３０人を超え４０人以下のもの

概ね10%重課

　　　〃　　　４０　　〃　 　５０　　　〃

　　　〃　　　５０　　〃　 　６０　　　〃

　　　〃　　　６０　　〃　 　７０　　　〃

　　　〃　　　７０　　〃　 　８０　　　〃
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20,000円 9,000円 20,000円 9,000円

24,000円 11,000円 24,000円 11,000円

28,500円 13,500円 28,500円 13,500円

33,000円 15,000円 33,000円 15,000円

38,000円 17,000円 38,000円 17,000円

43,000円 19,500円 43,000円 19,500円

48,000円 22,000円 48,000円 22,000円

9,000円 25,000円 9,000円 25,000円

11,000円 31,000円 11,000円 31,000円

13,500円 37,000円 13,500円 37,000円

15,000円 43,000円 15,000円 43,000円

17,000円 49,500円 17,000円 49,500円

19,500円 55,500円 19,500円 55,500円

22,000円 62,500円 22,000円 62,500円

26,500円 12,000円 26,500円 12,000円 26,500円 12,000円

32,000円 14,500円 32,000円 14,500円 32,000円 14,500円

38,000円 17,500円 38,000円 17,500円 38,000円 17,500円

44,000円 20,000円 44,000円 20,000円 44,000円 20,000円

50,500円 22,500円 50,500円 22,500円 50,500円 22,500円

57,000円 25,500円 57,000円 25,500円 57,000円 25,500円

64,000円 29,000円 64,000円 29,000円 64,000円 29,000円

12,000円 33,000円 12,000円 33,000円 12,000円 33,000円

14,500円 41,000円 14,500円 41,000円 14,500円 41,000円

17,500円 49,000円 17,500円 49,000円 17,500円 49,000円

20,000円 57,000円 20,000円 57,000円 20,000円 57,000円

22,500円 65,500円 22,500円 65,500円 22,500円 65,500円

25,500円 74,000円 25,500円 74,000円 25,500円 74,000円

29,000円 83,000円 29,000円 83,000円 29,000円 83,000円

4,900円 6,600円 4,900円 6,600円 4,900円 6,600円
7,300円 9,600円 7,300円 9,600円 7,300円 9,600円
4,200円 5,800円 4,200円 5,800円 4,200円 5,800円

1,500円 1,500円
2,000円 2,500円
1,000円 1,500円

2,500円 3,000円 2,500円 3,000円 2,500円 3,000円
3,500円 4,500円 3,500円 4,500円 3,500円 4,500円
2,000円 3,000円 2,000円 3,000円 2,000円 3,000円
3,500円 4,500円 3,500円 4,500円
5,500円 7,000円 5,500円 7,000円
3,000円 4,000円 3,000円 4,000円

4,500円 6,000円 4,500円 6,000円 4,500円 6,000円
6,700円 8,800円 6,700円 8,800円 6,700円 8,800円
3,900円 5,300円 3,900円 5,300円 3,900円 5,300円

11,400円 15,100円 11,400円 15,100円 11,400円 15,100円

15,100円 20,500円 15,100円 20,500円 15,100円 20,500円

24,200円 33,000円 24,200円 33,000円 24,200円 33,000円

12,300円 15,900円 12,300円 15,900円 12,300円 15,900円

18,400円 25,100円 18,400円 25,100円 18,400円 25,100円

29,100円 39,400円 29,100円 39,400円 29,100円 39,400円

一
般
乗
合
用

そ
 

の
 

他

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

一
般
乗
合
用

そ
 

の
 

他

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

Ｈ２３～２６年度

営業用 自家用

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

一
般
乗
合
用

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

そ
 

の
 

他

そ
 

の
 

他

一
般
乗
合
用

そ
 

の
 

他

一
般
乗
合
用

Ｈ１７～２２年度

営業用 自家用

そ
 

の
 

他

一
般
乗
合
用

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

Ｈ２７～Ｒ７年度

営業用 自家用

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

一
般
乗
合
用

そ
 

の
 

他

そ
 

の
 

他

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

一
般
乗
合
用

そ
 

の
 

他

そ
 

の
 

他

学
校
教
育
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
の

ス
ク
ー

ル
バ
ス

一
般
乗
合
用
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営業用 自家用

普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

25,900円

普通車
小型車

30,300円

普通車
小型車

34,700円

普通車
小型車

39,600円

普通車
小型車

44,800円

普通車
小型車

51,000円

普通車
小型車

58,500円

普通車
小型車

67,300円

普通車
小型車

77,400円

普通車
小型車

97,600円

28,000円 38,500円
24,200円 33,000円
19,400円 26,400円
12,400円 16,800円
7,000円 9,400円

普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車
普通車
小型車

コンクリートミキサー車
タ  ン  ク  車
そ   の   他
四輪以上のもの
三輪のもの

普  通  車

小  型  車

コンクリートミキサー車
タ  ン  ク  車
そ   の   他

区　　　　　　　　　　　　　分

四輪以上のもの
三輪のもの

排気量が1.0リットル以下のもの

     〃 　　6.0リットルを超えるもの

     〃　　 4.5リットルを超え5.0リットル以下のもの

税目

概

ね

１

０

％

重

課

そ の 他

キ
 

ャ
 
ン
 
ピ
 
ン
 
グ
 

車

     〃　　 3.0リットルを超え3.5リットル以下のもの

     〃 　　3.5リットルを超え4.0リットル以下のもの

     〃　　 1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

     〃　　 1.5リットルを超え2.0リットル以下のもの

     〃　　 2.0リットルを超え2.5リットル以下のもの

     〃　　 2.5リットルを超え3.0リットル以下のもの

Ｈ１４～２２年度

概

ね

１

5

％

重

課

キ
 

ャ
 
ン
 
ピ
 
ン
 
グ
 

車

排気量が1.0リットル以下のもの

     〃　　 1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

     〃　　 1.5リットルを超え2.0リットル以下のもの

     〃　　 2.0リットルを超え2.5リットル以下のもの

     〃　　 2.5リットルを超え3.0リットル以下のもの

     〃 　　6.0リットルを超えるもの

そ の 他
普  通  車

小  型  車

     〃　　 4.0リットルを超え4.5リットル以下のもの

     〃　　 4.5リットルを超え5.0リットル以下のもの

     〃 　　6.0リットルを超えるもの

     〃　　 3.0リットルを超え3.5リットル以下のもの

     〃 　　3.5リットルを超え4.0リットル以下のもの

     〃　　 4.0リットルを超え4.5リットル以下のもの

キ
 

ャ
 
ン
 
ピ
 
ン
 
グ
 

車

排気量が1.0リットル以下のもの

     〃　　 1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

     〃　　 1.5リットルを超え2.0リットル以下のもの

     〃　　 2.0リットルを超え2.5リットル以下のもの

     〃　　 2.5リットルを超え3.0リットル以下のもの

     〃　　 3.0リットルを超え3.5リットル以下のもの

     〃 　　3.5リットルを超え4.0リットル以下のもの

     〃　　 4.0リットルを超え4.5リットル以下のもの

     〃　　 4.5リットルを超え5.0リットル以下のもの

小   型   車
普   通   車

クレーン車
車両重量が5トン以下のもの
  　〃　　　　5トンを超え10トン以下のもの
  　〃　　　　10トンを超えるもの

自

動

車

税

(

令

和

元

年

１

０

月

１

日

か

ら

自

動

車

税

種

別

割

)

グ

リ

ー

ン

化

税

制

対

象

車

特

種

用

途

車

概

ね

７

５

％

軽

課

   霊   き   ゅ   う   車

宣 伝 車
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営業用 自家用 営業用 自家用 営業用

自家用
（キャンピング車の
み初回新規登録が

R1.9.30以前）

自家用
（キャンピング車の
み初回新規登録が

R1.10.1以降）

27,100円 27,100円

31,700円 31,700円

36,300円 36,300円

41,400円 41,400円

46,900円 46,900円

53,300円 53,300円

61,100円 61,100円

70,300円 70,300円

80,900円 80,900円

102,100円 102,100円

25,900円

30,300円

34,700円

39,600円

44,800円

51,000円

58,500円

67,300円

77,400円

97,600円

28,000円 38,500円 28,000円 38,500円 28,000円 38,500円
24,200円 33,000円 24,200円 33,000円 24,200円 33,000円
19,400円 26,400円 19,400円 26,400円 19,400円 26,400円
12,400円 16,800円 12,400円 16,800円 12,400円 16,800円
7,000円 9,400円 7,000円 9,400円 7,000円 9,400円

3,000円 3,500円 3,000円 3,500円
3,500円 5,000円 3,500円 5,000円
5,500円 7,500円 5,500円 7,500円
3,000円 4,000円 3,000円 4,000円
4,500円 6,000円 4,500円 6,000円
7,000円 9,000円 7,000円 9,000円

6,000円 6,000円 5,000円

7,000円 7,000円 6,500円

8,000円 8,000円 7,500円

9,000円 9,000円 9,000円

10,500円 10,500円 10,000円

12,000円 12,000円 11,500円

13,500円 13,500円 13,500円

15,500円 15,500円 15,500円

18,000円 18,000円 17,500円

22,500円 22,500円 22,000円

6,500円 9,000円 6,500円 9,000円
5,500円 7,500円 5,500円 7,500円
4,500円 6,000円 4,500円 6,000円
3,000円 4,000円 3,000円 4,000円
2,000円 2,500円 2,000円 2,500円

Ｈ２７～Ｒ元年度（R1.9.30まで）Ｈ２３～２６年度 Ｒ元年度（R1.10.1から）～７年度
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営業用 自家用

5,500円 7,000円
7,000円 9,500円

11,000円 15,000円
6,000円 7,500円
8,500円 11,500円

13,500円 18,000円
普通車
小型車

12,000円

普通車
小型車

14,000円

普通車
小型車

16,000円

普通車
小型車

18,000円

普通車
小型車

20,500円

普通車
小型車

23,500円

普通車
小型車

27,000円

普通車
小型車

31,000円

普通車
小型車

35,500円

普通車
小型車

44,500円

コンクリートミキサー車 13,000円 17,500円
タ  ン  ク  車 11,000円 15,000円
そ   の   他 9,000円 12,000円
四輪以上のもの 6,000円 8,000円
三輪のもの 3,500円 4,500円

8,000円 10,500円
10,500円 14,500円
16,500円 22,500円
8,500円 11,000円

13,000円 17,500円
20,000円 27,000円

普通車
小型車

18,000円

普通車
小型車

21,000円

普通車
小型車

24,000円

普通車
小型車

27,000円

普通車
小型車

31,000円

普通車
小型車

35,000円

普通車
小型車

40,000円

普通車
小型車

46,000円

普通車
小型車

53,000円

普通車
小型車

67,000円

コンクリートミキサー車 19,500円 26,500円
タ  ン  ク  車 16,500円 22,500円
そ   の   他 13,500円 18,000円
四輪以上のもの 8,500円 11,500円
三輪のもの 5,000円 6,500円

小   型   車
普   通   車

普  通  車

小  型  車

普  通  車

小  型  車

  　〃　　　　10トンを超えるもの
  　〃　　　　5トンを超え10トン以下のもの

排気量が1.0リットル以下のもの

     〃　　 1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

     〃　　 1.5リットルを超え2.0リットル以下のもの

     〃　　 2.0リットルを超え2.5リットル以下のもの

     〃　　 2.5リットルを超え3.0リットル以下のもの

     〃 　　6.0リットルを超えるもの

車両重量が5トン以下のもの

     〃　　 3.0リットルを超え3.5リットル以下のもの

     〃 　　3.5リットルを超え4.0リットル以下のもの

     〃　　 4.0リットルを超え4.5リットル以下のもの

     〃　　 4.5リットルを超え5.0リットル以下のもの

  　〃　　　　5トンを超え10トン以下のもの

     〃　　 4.5リットルを超え5.0リットル以下のもの

     〃　　 1.0リットルを超え1.5リットル以下のもの

     〃　　 1.5リットルを超え2.0リットル以下のもの

     〃　　 2.0リットルを超え2.5リットル以下のもの

     〃　　 2.5リットルを超え3.0リットル以下のもの

     〃　　 3.0リットルを超え3.5リットル以下のもの

     〃 　　3.5リットルを超え4.0リットル以下のもの

普   通   車
宣 伝 車

クレーン車

   霊   き   ゅ   う   車
小   型   車

概

ね

５

０

％

軽

課

概

ね

２

５

％

軽

課

そ の 他

   霊   き   ゅ   う   車

クレーン車
車両重量が5トン以下のもの

     〃　　 4.0リットルを超え4.5リットル以下のもの

  　〃　　　　10トンを超えるもの

排気量が1.0リットル以下のもの

     〃 　　6.0リットルを超えるもの

キ
 

ャ
 
ン
 
ピ
 
ン
 
グ
 

車

宣 伝 車

そ の 他

キ
 

ャ
 
ン
 
ピ
 
ン
 
グ
 

車

自

動

車

税

(

令

和

元

年

１

０

月

１

日

か

ら

自

動

車

税

種

別

割
)

グ

リ

ー

ン

化

税

制

対

象

車

特

種

用

途

車

税目 区　　　　　　　　　　　　　分

Ｈ１４～２２年度
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営業用 自家用 営業用 自家用 営業用

自家用
（キャンピング車の
み初回新規登録が

R1.9.30以前）

自家用
（キャンピング車の
み初回新規登録が

R1.10.1以降）
5,500円 7,000円 5,500円 7,000円 5,500円 7,000円
7,000円 9,500円 7,000円 9,500円 7,000円 9,500円

11,000円 15,000円 11,000円 15,000円 11,000円 15,000円
6,000円 7,500円 6,000円 7,500円 6,000円 7,500円
8,500円 11,500円 8,500円 11,500円 8,500円 11,500円

13,500円 18,000円 13,500円 18,000円 13,500円 18,000円

12,000円 12,000円 12,000円 10,000円

14,000円 14,000円 14,000円 12,500円

16,000円 16,000円 16,000円 14,500円

18,000円 18,000円 18,000円 17,500円

20,500円 20,500円 20,500円 20,000円

23,500円 23,500円 23,500円 23,000円

27,000円 27,000円 27,000円 26,500円

31,000円 31,000円 31,000円 30,500円

35,500円 35,500円 35,500円 35,000円

44,500円 44,500円 44,500円 44,000円

13,000円 17,500円 13,000円 17,500円 13,000円 17,500円
11,000円 15,000円 11,000円 15,000円 11,000円 15,000円
9,000円 12,000円 9,000円 12,000円 9,000円 12,000円
6,000円 8,000円 6,000円 8,000円 6,000円 8,000円
3,500円 4,500円 3,500円 4,500円 3,500円 4,500円
8,000円 10,500円

10,500円 14,500円
16,500円 22,500円
8,500円 11,000円

13,000円 17,500円
20,000円 27,000円

18,000円

21,000円

24,000円

27,000円

31,000円

35,000円

40,000円

46,000円

53,000円

67,000円

19,500円 26,500円
16,500円 22,500円
13,500円 18,000円
8,500円 11,500円
5,000円 6,500円

Ｈ２３～２６年度 Ｈ２７～Ｒ元年度（R1.9.30まで） Ｒ元年度（R1.10.1から）～７年度
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営業用 自家用 営業用 自家用 営業用 自家用

普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

5,200円 6,900円
6,900円 9,300円

11,000円 15,000円
5,600円 7,200円
8,400円 11,400円

12,700円 17,500円
8,800円 12,000円

 小  型  車 5,600円 7,600円
10,400円 13,800円 10,400円 13,800円 10,400円 13,800円
13,800円 18,700円 13,800円 18,700円 13,800円 18,700円
22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円
11,200円 14,500円 11,200円 14,500円 11,200円 14,500円
16,800円 22,900円 16,800円 22,900円 16,800円 22,900円
26,500円 35,900円 26,500円 35,900円 26,500円 35,900円

23,600円
18,000円
25,200円
19,400円
26,500円
20,700円
28,000円
22,200円
29,600円
23,800円
31,400円
25,600円
33,700円
27,900円
36,400円
30,600円
39,400円
33,600円
45,600円
39,800円

25,500円 35,000円 25,500円 35,000円 25,500円 35,000円

22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円
7,500円 10,200円 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円

17,700円 24,000円 17,700円 24,000円 17,700円 24,000円
11,300円 15,300円 11,300円 15,300円 11,300円 15,300円
6,400円 8,600円 6,400円 8,600円 6,400円 8,600円

3,900円 5,300円 3,900円 5,300円 3,900円 5,300円

税目

公
害
規
制
適
合
車

そ

の

他

　　　〃　　 1.0リットルを超え
　　　　　　　　　1.5リットル以下のもの
　　　〃　　 1.5リットルを超え
　　　　　　　　　2.0リットル以下のもの
　　　〃　　 2.0リットルを超え
　　　　　　　　　2.5リットル以下のもの
　　　〃　　 2.5リットルを超え
　　　　　　　　　3.0リットル以下のもの
　　　〃　　 3.0リットルを超え
　　　　　　　　　3.5リットル以下のもの
　　　〃 　　3.5リットルを超え
　　　　　　　　　4.0リットル以下のもの
　　　〃　　 4.0リットルを超え
　　　　　　　　　4.5リットル以下のもの自

動
車
税

(

令
和
元
年
１
０
月
１
日
か
ら
自
動
車
税
種
別
割

)

特

種

用

途

車

　　　〃　　 4.5リットルを超え
　　　　　　　　　　5.0リットル以下のも

　　　〃 　　6.0リットルを超えるもの

総排気量が1.0リットル以下のもの

　　　〃　　 1.0リットルを超え
　　　　　　　　　　1.5リットル以下のも

その他

クレーン車

   霊   き   ゅ   う   車

 車両重量が5トン以下のもの
普   通   車

宣 伝 車

Ｈ３～５年度 Ｈ６～７年度 Ｈ８～１２年度

   　〃　　　　5トンを超え10トン以下のもの

(四輪以上のもの)

コンクリートミキサー車

   霊   き   ゅ   う   車

そ  の  他その他

クレーン車

宣 伝 車

普通車
小型車

普通車
小型車

　　　〃　　 3.0リットルを超え
　　　　　　　　　　3.5リットル以下のも

　　　〃　　 1.5リットルを超え
　　　　　　　　　　2.0リットル以下のも
　　　〃　　 2.0リットルを超え
　　　　　　　　　　2.5リットル以下のも
　　　〃　　 2.5リットルを超え
　　　　　　　　　　3.0リットル以下のも

キ
 

ャ
 
ン
 
ピ
 
ン
 
グ
 

車 普通車
小型車

普通車
小型車

グ

リ

ー

ン

化

税

制

対

象

車

概

 
ね

 
１

 
3

 
％

 
軽

 
課

普  通  車

小  型  車

普   通   車

その他

キ
 

ャ
 
ン
 
ピ
 
ン
 
グ
 

車

クレーン車
   　〃　　　　10トンを超えるもの

タ  ン  ク  車

普通車
小型車

   　〃　　　　10トンを超えるもの

普通車
小型車

普通車
小型車

総排気量が1.0リットル以下のもの

　　　〃 　　6.0リットルを超えるもの

コンクリートミキサー車

　　　〃　　 4.5リットルを超え
　　　　　　　　　5.0リットル以下のもの

 普  通  車

小   型   車

三輪のもの

そ   の   他
四輪以上のもの
三輪のもの

   霊   き   ゅ   う   車
小   型   車

 車両重量が5トン以下のもの
   　〃　　　　5トンを超え10トン以下のもの

宣 伝 車

普通車
小型車

普通車
小型車

普通車
小型車

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分

普   通   車

小   型   車

コンクリートミキサー車

タ  ン  ク  車
被けん引車
そ  の  他
四輪以上のもの

そ　の　他

小   型   車
普   通   車
 車両重量が5トン以下のもの
   　〃　　　　5トンを超え10トン以下のもの
   　〃　　　　10トンを超えるもの

　　　〃 　　3.5リットルを超え
　　　　　　　　　　4.0リットル以下のも
　　　〃　　 4.0リットルを超え
　　　　　　　　　　4.5リットル以下のも

118



営業用 自家用 営業用 自家用 営業用 自家用 営業用 自家用 営業用

自家用
（キャンピング
車のみ初回新
規登録が
R1.9.30以前）

自家用
（キャンピング
車のみ初回新
規登録が
R1.10.1以降）

9,500円 12,500円
12,500円 16,500円
19,500円 26,500円
10,000円 13,000円
15,000円 20,000円
23,500円 31,500円

21,000円

24,500円

27,500円

31,500円

35,500円

40,500円

46,500円

53,500円

61,500円

77,500円

22,500円 30,500円
19,500円 26,500円
15,500円 21,000円
10,000円 13,500円
6,000円 7,500円

10,400円 13,800円 10,400円 13,800円 10,400円 13,800円 10,400円 13,800円 10,400円 13,800円
13,800円 18,700円 13,800円 18,700円 13,800円 18,700円 13,800円 18,700円 13,800円 18,700円
22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円
11,200円 14,500円 11,200円 14,500円 11,200円 14,500円 11,200円 14,500円 11,200円 14,500円
16,800円 22,900円 16,800円 22,900円 16,800円 22,900円 16,800円 22,900円 16,800円 22,900円
26,500円 35,900円 26,500円 35,900円 26,500円 35,900円 26,500円 35,900円 26,500円 35,900円

23,600円 23,600円 23,600円 23,600円 23,600円 20,000円
20,700円
26,400円 27,600円 27,600円 27,600円 27,600円 24,400円
23,500円
29,000円 31,600円 31,600円 31,600円 31,600円 28,800円
26,100円
32,000円 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 34,800円
29,100円
35,200円 40,800円 40,800円 40,800円 40,800円 40,000円
32,300円
38,800円 46,400円 46,400円 46,400円 46,400円 45,600円
35,900円
43,400円 53,200円 53,200円 53,200円 53,200円 52,400円
40,500円
48,800円 61,200円 61,200円 61,200円 61,200円 60,400円
45,900円
54,800円 70,400円 70,400円 70,400円 70,400円 69,600円
51,900円
67,200円 88,800円 88,800円 88,800円 88,800円 88,000円
64,300円

25,500円 35,000円 25,500円 35,000円 25,500円 35,000円 25,500円 35,000円 25,500円 35,000円

22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円 22,000円 30,000円
7,500円 10,200円 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円 7,500円 10,200円

17,700円 24,000円 17,700円 24,000円 17,700円 24,000円 17,700円 24,000円 17,700円 24,000円
11,300円 15,300円 11,300円 15,300円 11,300円 15,300円 11,300円 15,300円 11,300円 15,300円
6,400円 8,600円 6,400円 8,600円 6,400円 8,600円 6,400円 8,600円 6,400円 8,600円

3,900円 5,300円 3,900円 5,300円 3,900円 5,300円 3,900円 5,300円 3,900円 5,300円

Ｈ１４～１６年度 Ｈ１７～２６年度Ｈ１３年度
Ｈ２７～Ｒ元年度
（R1.9.30まで）

Ｒ元年度（R1.10.1から）～７年度
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税目 Ｈ１３年度 Ｈ１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２２年度

  試掘鉱区 百アール 200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円
  採掘鉱区 百アール 400円 400円 400円 400円 400円 400円 400円 400円 400円

砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

  河床 千メートル 600円 600円 600円 600円 600円 600円 600円 600円 600円
  河床でないもの 百アール 200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円

500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
(○軽自動車以外
の自家用車につ
いては49.4.1～
15.3.31までは5%

(○軽自動車以外
の自家用車につ
いては49.4.1～
15.3.31までは5%

(○軽自動車以外
の自家用車につ
いては49.4.1～
20.3.31までは5%

(○軽自動車以外
の自家用車につ
いては49.4.1～
20.3.31までは5%

(○軽自動車以外
の自家用車につ
いては49.4.1～
20.3.31までは5%

(○軽自動車以
外の自家用車に
ついては49.4.1
～20.3.31まで
は5%

(○軽自動車以
外の自家用車に
ついては49.4.1
～20.3.31まで
は5%

(○軽自動車以外
の自家用車につい
ては49.4.1～
30.3.31までは5%
ただし、H20.4.1
～20.4.30までは
3%

(○軽自動車以外の自家用車
については49.4.1～30.3.31
までは5%
ただし、H20.4.1～20.4.30
までは3％

○電気自動車
19.4.1～21.3.31
までの取得 100
分の2.7を控除す
る。

○電気自動車
19.4.1～21.3.31
までの取得 100分
の2.7を控除す
る。

○天然ｶﾞｽ自動車
19.4.1～21.3.31
まで一定の低排
出ｶﾞｽ基準を満た
す取得100分の
2.7を控除する。

○天然ｶﾞｽ自動車
19.4.1～21.3.31
まで一定の低排出
ｶﾞｽ基準を満たす
取得100分の2.7を
控除する。

○ハイブリッド
自動車　12.4.1
～15.3.31までの
取得 バス・ト
ラックの場合100
分の2.7
バス・トラック
以外の場合100分
の2.2を控除す
る。

○ハイブリッド
自動車　12.4.1
～15.3.31までの
取得 バス・ト
ラックの場合100
分の2.7
バス・トラック
以外の場合100分
の2.2を控除す
る。

○ハイブリッド
自動車　11.4.1
～17.3.31までの
取得 バス・ト
ラックの場合100
分の2.7
バス・トラック
以外の場合100分
の2.2を控除す
る。

○ハイブリッド
自動車　11.4.1
～17.3.31までの
取得 バス・ト
ラックの場合100
分の2.7
バス・トラック
以外の場合100分
の2.2を控除す
る。

○ハイブリッド
自動車　11.4.1
～19.3.31までの
取得 バス・ト
ラックの場合100
分の2.7
バス・トラック
以外の場合100分
の2.2を控除す
る。

○ハイブリッド
自動車11.4.1～
19.3.31までの取
得 バス・トラッ
クの場合100分の
2.7　 バス・ト
ラック以外の場
合100分の2.2を
控除する。

○ハイブリッド
自動車（バス・
トラック）
19.4.1～19.8.31
までの取得 100
分の2.7を控除す
る。

○ハイブリッド自
動車（バス・ト
ラック）
 19.9.1～21.3.31
まで一定の低排出
ガス・低燃費基準
を満たす取得100
分の2.7を控除す
る。

○改正ＮＯＸ法
対策地域外廃車
代替特例
13.4.1～15.3.31
までの取得
100分の0.5を控
除する。

○改正ＮＯＸ法
対策地域外廃車
代替特例
13.4.1～15.3.31
までの取得 100
分の0.5を控除す
る。

○超低ＰＭ認定
車
15.4.1～17.3.31
までの取得 100
分の1.5を控除す
る。

○超低ＰＭ認定
車
15.4.1～17.3.31
までの取得 100
分の1.5を控除す
る。

○クリーンディー
ゼル乗用車
20.5.1～22.3.31
までの取得100分
の1もしくは100分
の0.5を控除す
る。

○低燃費自動車
11.4.1～14.3.31
までの取得
取得価額から30
万円を控除した
額を課税標準と
する。）

○低燃費自動車
11.4.1～15.3.31
までの取得
取得価額から30
万円を控除した
額を課税標準と
する。）

○低燃費自動車
15.4.1～16.3.31
までの取得
取得価額から30
万円を控除した
額を課税標準と
する。）

○低燃費自動車
16.4.1～18.3.31
まで一定の低排
出ガス・低燃費
基準を満たす取
得
取得価額から30
万円もしくは20
万円を控除した
額を課税標準と
する。）

○低燃費自動車
16.4.1～18.3.31
まで一定の低排
出ガス・低燃費
基準を満たす取
得
取得価額から30
万円もしくは20
万円を控除した
額を課税標準と
する。）

○低燃費自動車
18.4.1～20.3.31
まで一定の低排
出ガス・低燃費
基準を満たす取
得
取得価額から30
万円もしくは15
万円を控除した
額を課税標準と
する。）

○低燃費自動車
18.4.1～20.3.31
まで一定の低排
出ガス・低燃費
基準を満たす取
得
取得価額から30
万円もしくは15
万円を控除した
額を課税標準と
する。）

○低燃費自動車
20.5.1～22.3.31
まで一定の低排出
ガス・低燃費基準
を満たす取得
取得価額から30万
円もしくは15万円
を控除した額を課
税標準とする。）

※13年排ガス規
制適合車並びに
改正ＮＯＸ法対
策地域外廃車代
替特例とと低燃
費自動車の特例
措置は重畳適用
する。

○電気自動車・
天然ガス自動
車・メタノール
自動車
11.4.1～19.3.31
までの取得 100
分の2.7を控除す
る。

○16年排ガス規
制適合車 15.4.1
～16.9.30までの
取得  100分の1
を控除する。

○電気自動車・
天然ガス自動
車・メタノール
自動車
11.4.1～17.3.31
までの取得 100
分の2.7を控除す
る。

初めて新規登録等を受ける
もの以外の低公害車等を取
得した場合

○電気自動車、天然ガス自
動車（一定の低排出ガス基
準を満たすもの）、ハイブ
リッド自動車（バス、ト
ラックで一定の排出ガス・
低燃費基準を満たすもの）
21.4.1～24.3.31までの取得
100分の2.7を控除する。

○プラグインハイブリッド
自動車
21.4.1～24.3.31までの取得
100分の2.4を控除する。

○ハイブリッド自動車（バ
ス又はトラック以外の自動
車で一定の低排出ガス・低
燃費基準を満たすもの）
21.4.1～24.3.31までの取得
100分の1.6を控除する。

○ディーゼル自動車
(総重量12ｔ超で一定の低排
出ガス及び低燃費基準を満
たすもの）
22.4.1～22.8.31までの取得
100分の1を控除する。

（総重量3.5ｔ超12ｔ以下で
一定の低排出ガス及び低燃
費基準を満たすもの）
22.4.1～22.9.30までの取得
100分の2、
22.10.1～23.8.31までの取
得　100分の1を控除する。

（総重量が3.5ｔ以下で定員
10人以下の乗用車で一定の
低排出ガス基準を満たすも
の）
22.4.1～22.8.31までの取得
100分の0.5を控除する。

（総重量が2.5t超3.5t以下
のバス、トラックで一定の
低排出ガス及び燃費基準を
満たすもの）
22.4.1～22.8.31までの取得
100分の1を控除する。

○低燃費自動車
（総重量2.5t超3.5t以下の
バス又はトラックで一定の
低排出ガス及び燃費基準を
満たすもの）
22.4.1～24.3.31までの取得
取得価格から30万円又は15
万円を控除した額を課税標
準額とする。

（一定の低排出ガス・低燃
費基準を満たすもの）
22.4.1～24.3.31までの取得
取得価格から30万円又は15
万円を控除した額を課税標
準額とする。）

初めて新規登録等を受ける
低公害車等を取得した場合

○電気自動車、プラグイン
ハイブリッド自動車、天然
ガス自動車（一定の低排出
ガス基準を満たすもの）、
ハイブリッド自動車（一定
の低排出ガス・低燃費基準
を満たすもの）、総重量3.5
ｔ以下で、定員10人以下の
ディーゼル自動車（一定の
低排出ガス基準を満たす乗
用車）
 21.4.1～24.3.31までの取
得 非課税

○3.5t超のディーゼル自動
車（一定の低排出ガス・低
燃費基準を満たすもの）、
低燃費自動車（一定の低排
出ガス・低燃費基準を満た
すもの）
21.4.1～24.3.31までの取得
税率の75％又は50％を控除
する。

○2.5t超3.5t以下のディー
ゼル自動車（バス、トラッ
クで一定の低排出ガス・低
燃費基準を満たすもの）
21.4.1～24.3.31までの取得
税率の75％を控除する。

○環境性能に優
れた大型ディー
ゼル車
18.4.1～20.3.31
までの一定の排
出ｶﾞｽ・燃費基準
を満たす大型
ディーゼルト
ラック・バス等
は100分の2.0も
しくは100分の
1.0を控除する。

○17年排ガス規
制適合車
16.4.1～17.9.30
までの取得バ
ス・トラックの
場合100分の2
バス・トラック
以外の場合100分
の1を控除する。

○15年排ガス規
制適合車
14.4.1～15.9.30
までの取得  100
分の1
15.10.1-16.2.29
までの取得 100
分の0.1
を控除する。
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○ハイブリッド
自動車（バス・
トラック）
 19.9.1～
21.3.31まで一定
の低排出ガス・
低燃費基準を満
たす取得100分の
2.7を控除する。

○電気自動車・
天然ガス自動
車・メタノール
自動車
11.4.1～17.3.31
までの取得 100
分の2.7を控除す
る。

○ハイブリッド自
動車(バス・ト
ラック以外) 一定
の低排出ガス・低
燃費基準を満たす
20.4.1～21.3.31
までの取得 100分
の1.8を控除す
る。

○環境性能に優
れた大型ディー
ゼル車
18.4.1～20.3.31
までの一定の排
出ｶﾞｽ・燃費基準
を満たす大型
ディーゼルト
ラック・バス等
は100分の2.0も
しくは100分の
1.0を控除する。

○ハイブリッド
自動車(バス・ト
ラック以外) 一
定の低排出ガ
ス・低燃費基準
を満たす 19.4.1
～20.3.31までの
取得 100分の2.0
を控除し、
20.4.1～21.3.31
までの取得 100
分の1.8を控除す
る。

○16年排ガス規
制適合車
15.4.1～16.9.30
までの取得  100
分の1を控除す
る。

○環境性能に優れ
た大型ディーゼル
車
18.4.1～20.4.30
までの一定の排出
ｶﾞｽ・燃費基準を
満たす大型ディー
ゼルトラック・バ
ス等は100分の2.0
もしくは100分の
1.0を控除する。
3.5t超12t以下大
型ディーゼルト
ラック・バス等は
20.5.1～22.3.31
の取得100分の2.0
を控除し、12t超
は、20.5.1～
21.9.30の取得100
分の2.0を21.10.1
～22.3.31の取得
100分の1.0を控除
する。

○17年排ガス規
制適合車
17.10.1～
18.3.31までの取
得バス・トラッ
クの場合100分の
1を控除する。

区 　　　　　　　　分

免　　　　　税　　　　　点

税　　　　　　　　　　　率

砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

○13年排ガス規
制適合車
12.4.1～13.9.30
までの取得  100
分の1
13.10.1-14.2.28
までの取得 100
分の0.1
を控除する。

○電気自動車・
天然ガス自動
車・メタノール
自動車
11.4.1～15.3.31
までの取得 100
分の2.7を控除す
る。

○15年排ガス規
制適合車 14.4.1
～15.9.30までの
取得  100分の1
15.10.1～
16.2.28までの取
得 100分の0.1を
控除する。

○14年排ガス規
制適合車
13.4.1～14.9.30
までの取得  100
分の1
14.10.1-15.2.28
までの取得 100
分の0.1
を控除する。

○14年排ガス規
制適合車
13.4.1～14.9.30
までの取得100分
の1
14.10.1～
15.2.28までの取
得 100分の0.1を
控除する。

○電気自動車・
天然ガス自動
車・メタノール
自動車
11.4.1～19.3.31
までの取得 100
分の2.7を控除す
る。

○17年排ガス規
制適合車 16.4.1
～17.9.30までの
取得バス・ト
ラックの場合100
分の2　バス・ト
ラック以外の場
合100分の1を控
除する。

○電気自動車・
天然ガス自動
車・メタノール
自動車
11.4.1～15.3.31
までの取得 100
分の2.7を控除す
る。
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Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７～２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元～７年度（自動車取得
税はR1.9.30で廃止）

200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円
400円 400円 400円 400円 400円 400円 400円 400円

600円 600円 600円 600円 600円 600円 600円 600円
200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円 200円

500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

(○軽自動車以外の自家用車
については49.4.1～30.3.31
までは5%
ただし、H20.4.1～20.4.30
までは3％

(○軽自動車以外の自家用車
については49.4.1～30.3.31
までは5%
ただし、H20.4.1～20.4.30
までは3％

(○軽自動車以外の自家用車
については49.4.1～30.3.31
までは5%
ただし、H20.4.1～20.4.30
までは3％

○営業用の自動車（軽自動
車を除く）及び軽自動車に
ついては当分の間（26.4.1
～）2%

○営業用の自動車（軽自動
車を除く）及び軽自動車に
ついては当分の間（26.4.1
～）2%

○営業用の自動車（軽自動
車を除く）及び軽自動車に
ついては当分の間（26.4.1
～）2%

○営業用の自動車（軽自動
車を除く）及び軽自動車に
ついては当分の間（26.4.1
～）2%

○営業用の自動車（軽自動
車を除く）及び軽自動車に
ついては当分の間（26.4.1
～）2%

初めて新規登録を受ける低
公害車等を取得した場合

○電気自動車、天然ガス自
動車（一定の低排出ガス基
準を満たすもの）、プラグ
インハイブリッド自動車、
ハイブリッド自動車・ガソ
リン自動車のうち一定の低
排出ガス・燃費基準を満た
すもの、ディーゼル自動車
（一定の低排出ガス基準を
満たす乗用車）、総重量
2.5t超ディーゼル自動車
（バス・トラック）のうち
一定の低排出ガス・低燃費
基準を満たすもの
27.4.1～29.3.31までの取得
非課税

○ガソリン自動車、ディー
ゼル自動車及びハイブリッ
ド車のうち一定の低排出ガ
ス・低燃費基準を満たすも
の
27.4.1～29.3.31までの取得
税率の80%、60%、40%又は
20%を控除する。

○一定の基準に該当する①
ノンステップバス、②リフ
ト付バス、③ユニバーサル
デザインタクシー
27.4.1～29.3.31までの取得
それぞれ取得価額から次の
額を控除したものを課税標
準額とする。①1000万円、
②650万円又は200万円、③
100万円

○車両安定性制御装置及び
衝突被害軽減制動制御装置
を装備した車両総重量5t超
12t以下のバス等、車両総重
量3.5t超22t以下のトラック
（トラクタ・トレーラを除
く。下記のトラックにおい
て同じ）
27.4.1～29.3.31（車両総重
量20t超22t以下のトラック
については～28.10.31）ま
での取得　　取得価額から
525万円を控除した額を課税
標準額とする。
車両総重量20t超22t以下の
トラック
28.11.1～29.3.31までの取
得　取得価額から350万円を
控除した額を課税標準額と
する。

○車両安定性制御装置又は
衝突被害軽減制動制御装置
のいずれか一方の装置（車
両総重量が5t以下のバス等
にあっては、衝突被害軽減
制動制御装置）を装備した
車両総重量が12t以下のバス
等、車両総重量が3.5t超22t
以下のトラック
27.4.1～29.3.31（車両総重
量20t超22t以下のトラック
については～28.10.31）ま
での取得 取得価額から350
万円を控除した額を課税標
準額とする。

初めて新規登録等を受ける
低公害車等を取得した場合

○電気自動車、プラグイン
ハイブリッド自動車、天然
ガス自動車（一定の低排出
ガス基準を満たすもの）、
ハイブリッド車（一定の低
排出ガス・低燃費基準を満
たすもの）、ガソリン自動
車のうち一定の低排出ガ
ス・低燃費基準を満たすも
の、総重量3.5ｔ以下で、定
員10人以下のディーゼル自
動車（一定の低排出ガス基
準を満たす乗用車）、総重
量2.5t超～3.5t以下の
ディーゼル自動車のうち一
定の低排出ガス・低燃費基
準を満たすもの
 24.4.1～27.3.31までの取
得 非課税

○ガソリン自動車、ディー
ゼル自動車及びハイブリッ
ド車のうち一定の低排出ガ
ス・低燃費基準を満たすも
の
24.4.1～27.3.31までの取得
税率の75％又は50％を控除
する。

○一定の基準に該当する①
ノンステップバス、②リフ
ト付バス、③ユニバーサル
デザインタクシー
24.4.1～27.3.31までの取得
それぞれ所得価額から次の
額を控除したものを課税標
準額とする。①1000万円、
②650万円又は200万円、③
100万円

○一定の衝突被害軽減ブ
レーキを搭載した車両総重
量8t超のトラック（トラク
タ・トレーラを除く）、車
両総重量13t超のトラック又
は車両総重量5t超のバス
24.4.1～27.3.31（車両総重
量22t超のトラック及び同
13t超のトラクタは～
26.10.31）　取得価額から
350万円を控除した額を課税
標準額とする。

初めて新規登録等を受ける
低公害車等を取得した場合

○電気自動車、プラグイン
ハイブリッド自動車、天然
ガス自動車（一定の低排出
ガス基準を満たすもの）、
ハイブリッド車（一定の低
排出ガス・低燃費基準を満
たすもの）、ガソリン自動
車のうち一定の低排出ガ
ス・低燃費基準を満たすも
の、総重量3.5ｔ以下で、定
員10人以下のディーゼル自
動車（一定の低排出ガス基
準を満たす乗用車）、総重
量2.5t超～3.5t以下の
ディーゼル自動車のうち一
定の低排出ガス・低燃費基
準を満たすもの
 24.4.1～27.3.31までの取
得 非課税

○ガソリン自動車、ディー
ゼル自動車及びハイブリッ
ド車のうち一定の低排出ガ
ス・低燃費基準を満たすも
の
24.4.1～27.3.31までの取得
税率の75％又は50％を控除
する。

○一定の基準に該当する①
ノンステップバス、②リフ
ト付バス、③ユニバーサル
デザインタクシー
24.4.1～27.3.31までの取得
それぞれ所得価額から次の
額を控除したものを課税標
準額とする。①1000万円、
②650万円又は200万円、③
100万円

○一定の衝突被害軽減ブ
レーキを搭載した車両総重
量8t超のトラック（トラク
タ・トレーラを除く）又は
車両総重量13t超のトラック
24.4.1～27.3.31（車両総重
量22t超のトラック及び同
13t超のトラクタは～
26.10.31）　取得価額から
350万円を控除した額を課税
標準額とする。

初めて新規登録等を受ける
低公害車等を取得した場合

○電気自動車、天然ガス自
動車（一定の低排出ガス基
準を満たすもの）、プラグ
インハイブリッド自動車、
ハイブリッド自動車・ガソ
リン自動車のうち一定の低
排出ガス・燃費基準を満た
すもの、ディーゼル自動車
（一定の低排出ガス基準を
満たす乗用車）、総重量
2.5t超ディーゼル自動車
（バス・トラック）のうち
一定の低排出ガス・低燃費
基準を満たすもの
 24.4.1～27.3.31までの取
得 非課税

○ガソリン自動車、ディー
ゼル自動車及びハイブリッ
ド車のうち一定の低排出ガ
ス・低燃費基準を満たすも
の
24.4.1～27.3.31までの取得
税率の80％又は60％を控除
する。

○一定の基準に該当する①
ノンステップバス、②リフ
ト付バス、③ユニバーサル
デザインタクシー
24.4.1～27.3.31までの取得
それぞれ取得価額から次の
額を控除したものを課税標
準額とする。①1000万円、
②650万円又は200万円、③
100万円

○一定の衝突被害軽減ブ
レーキを搭載した車両総重
量8t超のトラック（トラク
タ・トレーラを除く）、車
両総重量13t超のトラクタ又
は車両総重量5t超のバス
24.4.1～27.3.31（車両総重
量22t超のトラック、同13t
超のトラクタ及び同12t超の
バスは～26.10.31）　取得
価額から350万円を控除した
額を課税標準額とする。

初めて新規登録等を受ける
もの以外の低公害車等を取
得した場合

○電気自動車、プラグイン
ハイブリッド車、天然ガス
車（一定の低排出ガス基準
を満たすもの）、総重量3.5
ｔ以下で、定員10人以下の
ディーゼル自動車（一定の
低排出ガス基準を満たす乗
用車）
24.4.1～27.3.31までの取得
取得価額から45万円を控除
した額を課税標準額とす
る。

○ガソリン自動車
一定の低排出ガス・低燃費
基準を満たすもの
24.4.1～27.3.31までの取得
取得価額から45万円、30万
円又は15万円を控除した額
を課税標準額とする。

初めて新規登録等を受ける
もの以外の低公害車等を取
得した場合

○電気自動車、天然ガス車
（一定の低排出ガス基準を
満たすもの）、プラグイン
ハイブリッド車
29.4.1～30.3.31までの取得
取得価額から45万円を控除
した額を課税標準額とす
る。

○ガソリン自動車（一定の
低排出ガス・低燃費基準を
満たすもの）、石油ガス自
動車（一定の低排出ガス・
燃費基準を満たすもの）、
ディーゼル自動車（一定の
低排出ガス・燃費基準を満
たすもの）
29.4.1～30.3.31までの取得
取得価額から45万円、35万
円、25万円、15万円、5万円
を控除した額を課税標準額
とする。

初めて新規登録を受ける低
公害車等を取得した場合

○電気自動車、天然ガス自
動車（一定の低排出ガス基
準を満たすもの）、プラグ
インハイブリッド自動車、
ガソリン自動車の乗用車
（一定の低排出ガス・燃費
基準を満たすもの）、ガソ
リン自動車で総重量3.5t以
下のバス・トラック（一定
の低排出ガス・燃費基準を
満たすもの）、石油ガス自
動車の乗用車（一定の低排
出ガス・燃費基準を満たす
もの）、ディーゼル自動車
の乗用車（一定の低排出ガ
ス基準を満たすもの）、
ディーゼル自動車で総重量
2.5t超のバス・トラックの
うち一定の低排出ガス・低
燃費基準を満たすもの
29.4.1～30.3.31までの取得
非課税

○ガソリン自動車、ディー
ゼル自動車及び石油ガス自
動車（一定の低排出ガス・
低燃費基準を満たすもの）
29.4.1～30.3.31までの取得
税率の80%、75%、60%、
50%、40%、25%又は20%を控
除する。

○一定の基準に該当する①
ノンステップバス、②リフ
ト付バス、③ユニバーサル
デザインタクシー
29.4.1～31.3.31までの取得
それぞれ取得価額から次の
額を控除したものを課税標
準額とする。①1000万円、
②650万円又は200万円、③
100万円

○車両安定性制御装置及び
衝突被害軽減制動制御装置
を装備した車両総重量5t超
12t以下のバス等、車両総重
量3.5t超20t以下のトラック
（トラクタ・トレーラを除
く。下記のトラックにおい
て同じ）
29.4.1～31.3.31（車両総重
量8t超20t以下のトラックに
ついては～30.10.31）まで
の取得　　取得価額から525
万円を控除した額を課税標
準額とする。
車両総重量20t超22t以下の
トラック（29.4.1～
30.10.31までの取得）車両
総重量8t超20t以下のトラッ
ク（30.11.1～31.3.31まで
の取得）　取得価額から350
万円を控除した額を課税標
準額とする。

○車両安定性制御装置又は
衝突被害軽減制動制御装置
のいずれか一方の装置（車
両総重量が5t以下のバス等
にあっては、衝突被害軽減
制動制御装置）を装備した
車両総重量が12t以下のバス
等、車両総重量が3.5t超20t
以下のトラック
29.4.1～31.3.31（車両総重
量8t超20t以下のトラックに
ついては～30.10.31）まで
の取得 取得価額から350万
円を控除した額を課税標準
額とする。

○車線逸脱警報装置を装備
した車両総重量12t超のバス
等
29.4.1～31.3.31までの取得
取得価格から175万円を控除
した額を課税標準額とす
る。

初めて新規登録等を受ける
もの以外の低公害車等を取
得した場合

○電気自動車、天然ガス車
（一定の低排出ガス基準を
満たすもの）、プラグイン
ハイブリッド車、ディーゼ
ル自動車（一定の低排出ガ
ス基準を満たす乗用車）
27.4.1～29.3.31までの取得
取得価額から45万円を控除
した額を課税標準額とす
る。

○ガソリン自動車
一定の低排出ガス・低燃費
基準を満たすもの
27.4.1～29.3.31までの取得
取得価額から45万円、35万
円、25万円、15万円、5万円
を控除した額を課税標準額
とする。

初めて新規登録等を受ける
もの以外の低公害車等を取
得した場合

○電気自動車、プラグイン
ハイブリッド車、天然ガス
車（一定の低排出ガス基準
を満たすもの）、総重量3.5
ｔ以下で、定員10人以下の
ディーゼル自動車（一定の
低排出ガス基準を満たす乗
用車）
24.4.1～27.3.31までの取得
取得価額から45万円を控除
した額を課税標準額とす
る。

○ガソリン自動車
一定の低排出ガス・低燃費
基準を満たすもの
24.4.1～27.3.31までの取得
取得価額から45万円、30万
円又は15万円を控除した額
を課税標準額とする。

初めて新規登録等を受ける
もの以外の低公害車等を取
得した場合

○電気自動車、プラグイン
ハイブリッド車、天然ガス
車（一定の低排出ガス基準
を満たすもの）、総重量3.5
ｔ以下で、定員10人以下の
ディーゼル自動車（一定の
低排出ガス基準を満たす乗
用車）
24.4.1～27.3.31までの取得
取得価額から45万円を控除
した額を課税標準額とす
る。

○ガソリン自動車
一定の低排出ガス・低燃費
基準を満たすもの
24.4.1～27.3.31までの取得
取得価額から45万円、30万
円又は15万円を控除した額
を課税標準額とする。

初めて新規登録等を受ける
低公害車等を取得した場合

○電気自動車、プラグイン
ハイブリッド自動車、天然
ガス自動車（一定の低排出
ガス基準を満たすもの）、
ハイブリッド自動車（一定
の低排出ガス・低燃費基準
を満たすもの）、総重量3.5
ｔ以下で、定員10人以下の
ディーゼル自動車（一定の
低排出ガス基準を満たす乗
用車）
 21.4.1～24.3.31までの取
得 非課税

○3.5t超のディーゼル自動
車（一定の低排出ガス・低
燃費基準を満たすもの）、
低燃費自動車（一定の低排
出ガス・低燃費基準を満た
すもの）
21.4.1～24.3.31までの取得
税率の75％又は50％を控除
する。

○2.5t超3.5t以下のディー
ゼル自動車（バス、トラッ
クで一定の低排出ガス・低
燃費基準を満たすもの）
21.4.1～24.3.31までの取得
税率の75％を控除する。

初めて新規登録等を受ける
もの以外の低公害車等を取
得した場合

○電気自動車、天然ガス自
動車（一定の低排出ガス基
準を満たすもの）、ハイブ
リッド自動車（バス、ト
ラックで一定の排出ガス・
低燃費基準を満たすもの）
21.4.1～24.3.31までの取得
100分の2.7を控除する。

○プラグインハイブリッド
自動車
21.4.1～24.3.31までの取得
100分の2.4を控除する。

○ハイブリッド自動車（バ
ス又はトラック以外の自動
車で一定の低排出ガス・低
燃費基準を満たすもの）
21.4.1～24.3.31までの取得
100分の1.6を控除する。

○ディーゼル自動車
（総重量3.5ｔ超12ｔ以下で
一定の低排出ガス及び低燃
費基準を満たすもの）
22.10.1～23.8.31までの取
得　100分の1を控除する。

○低燃費自動車
（総重量2.5t超3.5t以下の
バス又はトラックで一定の
低排出ガス及び燃費基準を
満たすもの）
22.4.1～24.3.31までの取得
取得価格から30万円又は15
万円を控除した額を課税標
準額とする。

（一定の低排出ガス・低燃
費基準を満たすもの）
22.4.1～24.3.31までの取得
取得価格から30万円又は15
万円を控除した額を課税標
準額とする。）

初めて新規登録等を受ける
もの以外の低公害車等を取
得した場合

○電気自動車、天然ガス車
（一定の低排出ガス基準を
満たすもの）、プラグイン
ハイブリッド車
29.4.1～R1.9.30までの取得
取得価額から45万円を控除
した額を課税標準額とす
る。

○ガソリン自動車（一定の
低排出ガス・低燃費基準を
満たすもの）、石油ガス自
動車（一定の低排出ガス・
燃費基準を満たすもの）、
ディーゼル自動車（一定の
低排出ガス・燃費基準を満
たすもの）
29.4.1～R1.9.30までの取得
取得価額から45万円、35万
円、25万円、15万円、5万円
を控除した額を課税標準額
とする。

初めて新規登録等を受ける
もの以外の低公害車等を取
得した場合

○電気自動車、天然ガス車
（一定の低排出ガス基準を
満たすもの）、プラグイン
ハイブリッド車
29.4.1～30.3.31までの取得
取得価額から45万円を控除
した額を課税標準額とす
る。

○ガソリン自動車（一定の
低排出ガス・低燃費基準を
満たすもの）、石油ガス自
動車（一定の低排出ガス・
燃費基準を満たすもの）、
ディーゼル自動車（一定の
低排出ガス・燃費基準を満
たすもの）
29.4.1～30.3.31までの取得
取得価額から45万円、35万
円、25万円、15万円、5万円
を控除した額を課税標準額
とする。

初めて新規登録を受ける低
公害車等を取得した場合

○電気自動車、天然ガス自
動車（一定の低排出ガス基
準を満たすもの）、プラグ
インハイブリッド自動車、
ガソリン自動車の乗用車
（一定の低排出ガス・燃費
基準を満たすもの）、ガソ
リン自動車で総重量3.5t以
下のバス・トラック（一定
の低排出ガス・燃費基準を
満たすもの）、石油ガス自
動車の乗用車（一定の低排
出ガス・燃費基準を満たす
もの）、ディーゼル自動車
の乗用車（一定の低排出ガ
ス基準を満たすもの）、
ディーゼル自動車で総重量
2.5t超のバス・トラックの
うち一定の低排出ガス・低
燃費基準を満たすもの
30.4.1～31.3.31までの取得
非課税

○ガソリン自動車、ディー
ゼル自動車及び石油ガス自
動車（一定の低排出ガス・
低燃費基準を満たすもの）
30.4.1～31.3.31までの取得
税率の80%、75%、60%、
50%、40%、25%又は20%を控
除する。

○一定の基準に該当する①
ノンステップバス、②リフ
ト付バス、③ユニバーサル
デザインタクシー
29.4.1～31.3.31までの取得
それぞれ取得価額から次の
額を控除したものを課税標
準額とする。①1000万円、
②650万円又は200万円、③
100万円

○車両安定性制御装置、衝
突被害軽減制動制御装置、
車線逸脱警報装置のうち複
数又は一部を装備したバス
等及びトラック（トラク
タ・トレーラを除く。下記
のトラックにおいて同じ）
29.4.1～31.3.31までの取得
（一部のトラックは取得時
期の条件あり）
取得価額から車種・車両総
重量ごとの対象装置搭載状
況に応じて525万円、350万
円又は175万円を控除した額
を課税標準額とする。

初めて新規登録を受ける低
公害車等を取得した場合

○電気自動車、天然ガス自
動車（一定の低排出ガス基
準を満たすもの）、プラグ
インハイブリッド自動車、
ガソリン自動車の乗用車
（一定の低排出ガス・燃費
基準を満たすもの）、ガソ
リン自動車で総重量3.5t以
下のバス・トラック（一定
の低排出ガス・燃費基準を
満たすもの）、石油ガス自
動車の乗用車（一定の低排
出ガス・燃費基準を満たす
もの）、ディーゼル自動車
の乗用車（一定の低排出ガ
ス基準を満たすもの）、
ディーゼル自動車で総重量
2.5t超のバス・トラックの
うち一定の低排出ガス・低
燃費基準を満たすもの
30.4.1～R1.9.30までの取得
非課税

○ガソリン自動車、ディー
ゼル自動車及び石油ガス自
動車（一定の低排出ガス・
低燃費基準を満たすもの）
31.4.1～R1.9.30までの取得
税率の50%、25%又は20%を控
除する。

○一定の基準に該当する①
ノンステップバス、②リフ
ト付バス、③ユニバーサル
デザインタクシー
29.4.1～R1.9.30までの取得
それぞれ取得価額から次の
額を控除したものを課税標
準額とする。①1000万円、
②650万円又は200万円、③
100万円

○車両安定性制御装置、衝
突被害軽減制動制御装置、
車線逸脱警報装置のうち複
数又は一部を装備したバス
等及びトラック（トラク
タ・トレーラを除く。下記
のトラックにおいて同じ）
29.4.1～R1.9.30までの取得
（一部のトラックは取得時
期の条件あり）
取得価額から車種・車両総
重量ごとの対象装置搭載状
況に応じて525万円、350万
円又は175万円を控除した額
を課税標準額とする。
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税目 Ｈ６年度 Ｈ７年度 Ｈ８年度 Ｈ９年度 Ｈ１０年度 Ｈ１１年度 Ｈ１２年度 Ｈ１３年度

4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円

10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円

固 定
資 産 税

1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%

軽 油
引 取 税

32,100円 32,100円 32,100円 32,100円 32,100円 32,100円 32,100円 32,100円

6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円

2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円

都道府県民税の所得
割額の納付を要する
者

都道府県民税の所得
割額の納付を要しな
い者

都道府県民税の所得
割額の納付を要する
者

都道府県民税の所得
割額の納付を要しな
い者

産業廃棄物
処 理 税

税　          　　　　　率

税 率　（軽油１キロリットル）

狩 猟 者
登 録 税

区 　　　　　　　　分

甲乙種免許（当該年度の都道府県民税の
所得割額を納付することを要しない者）

そ 　 の　  他　  の 　 者

丙      種      免      許
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入 猟 税

狩
 
猟
 
税

甲種狩猟免許又は乙種狩猟免許に係
る狩猟者の登録を受けるもの

綱猟免許又は
わな猟免許に係
る狩猟者の登録

第一種銃猟免許
（18年度までは
網・わな猟免許
を含む。）に係
る狩猟者の登録

第二種銃猟免許に係る狩猟者の
登録

丙種狩猟免許に係る狩猟者の登録を
受けるもの

自動車税
環境性能割

免税点

税　率

特例措置

税 率（最終処分場へ搬入される産業
廃棄物1ｔにつき）
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Ｈ１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１～２６年度
Ｈ２７～Ｒ２年度（自
動車税環境性能割は
R1.10.1～）

Ｒ３～４年度 Ｒ５～Ｒ６年度 Ｒ７年度

4,500円 4,500円

10,000円 10,000円

3,300円 3,300円

1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%

32,100円 32,100円 32,100円 32,100円 32,100円 32,100円

(4/1～4/30)

15,000円
(5/1～　 ）

32,100円

32,100円 32,100円 32,100円 32,100円 32,100円

6,500円 6,500円

2,200円 2,200円

16,500円 16,500円 16,500円 16,500円
 16,500円
 (8,200円)

     16,500円
    （8,200円）

16,500円
 （課税免除）
【8,200円】

16,500円
 （課税免除）
【8,200円】

16,500円
 （課税免除）
【8,200円】

16,500円
 （課税免除）
【8,200円】

11,000円 11,000円 11,000円 11,000円
 11,000円
 (5,500円)

     11,000円
    （5,500円）

11,000円
 （課税免除）
【5,500円】

11,000円
 （課税免除）
【5,500円】

11,000円
 （課税免除）
【5,500円】

11,000円
 （課税免除）
【5,500円】

8,200円
  8,200円
 (4,100円)

      8,200円
    （4,100円）

8,200円
 （課税免除）
【4,100円】

8,200円
 （課税免除）
【4,100円】

8,200円
 （課税免除）
【4,100円】

8,200円
 （課税免除）
【4,100円】

5,500円
  5,500円
 (2,700円)

      5,500円
    （2,700円）

5,500円
 （課税免除）
【2,700円】

5,500円
 （課税免除）
【2,700円】

5,500円
 （課税免除）
【2,700円】

5,500円
 （課税免除）
【2,700円】

5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
  5,500円
 (2,700円)

      5,500円
    （2,700円）

5,500円
 （課税免除）
【2,700円】

5,500円
 （課税免除）
【2,700円】

5,500円
 （課税免除）
【2,700円】

5,500円
 （課税免除）
【2,700円】

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

500,000円 500,000円 500,000円 500,000円

自動車の排出ガス基準
及び燃費基準に応じ
て、非課税となるか、
0.5%、1%、2％又は3％
が適用される。

自動車の排出ガス基準
及び燃費基準に応じ
て、非課税となるか、
0.5%、1%、2％又は3％
が適用される。

自動車の排出ガス基準
及び燃費基準に応じ
て、非課税となるか、
0.5%、1%、2％又は3％
が適用される。

自動車の排出ガス基準
及び燃費基準に応じ
て、非課税となるか、
0.5%、1%、2％又は3％
が適用される。

○自家用乗用車
R1.10.1～R3.3.31まで
の取得
税率を1％軽減する。

○自家用乗用車
R1.10.1～R3.12.31まで
の取得
税率を1％軽減する。

○一定の基準に該当す
る①ノンステップバ
ス、②リフト付バス、
③ユニバーサルデザイ
ンタクシー
R1.10.1～R3.3.31まで
の取得
それぞれ取得価額から
次の額を控除したもの
を課税標準額とする。
①1000万円、②650万円
又は200万円、③100万
円

○車両安定性制御装
置、衝突被害軽減制動
制御装置、車線逸脱警
報装置のうち複数又は
一部を装備したバス等
及びトラック（トラク
タ・トレーラを除
く。）
R1.10.1～R3.3.31まで
の取得（一部、取得時
期に条件があり）
取得価額から車種・車
両総重量ごとの対象装
置搭載状況に応じて525
万円、350万円又は175
万円を控除した額を課
税標準額とする。

○一定の基準に該当す
る①ノンステップバ
ス、②リフト付バス、
③ユニバーサルデザイ
ンタクシー
R1.10.1～R4.3.31まで
の取得
それぞれ取得価額から
次の額を控除したもの
を課税標準額とする。
①1000万円、②800万円
又は650万円、200万
円、③100万円

○車両安定性制御装
置、衝突被害軽減制動
制御装置、車線逸脱警
報装置、側方衝突警報
装置のうち複数又は一
部を装備したバス等及
びトラック（トラク
タ・トレーラを除
く。）
R1.10.1～R4.3.31まで
の取得（一部、取得時
期に条件があり）
取得価額から車種・車
両総重量ごとの対象装
置搭載状況に応じて525
万円、350万円又は175
万円を控除した額を課
税標準額とする。

○一定の基準に該当す
る①ノンステップバ
ス、②リフト付バス、
③ユニバーサルデザイ
ンタクシー
条件等に応じ、初回新
規登録を受ける場合に
のみ、それぞれ取得価
額から次の額を控除し
たものを課税標準額と
する。①1000万円、②
800万円、650万円又は
200万円、③100万円
（R9.3.31まで）

○衝突被害軽減ブレー
キ（歩行者検知機能付
き）搭載車両のうちバ
ス等（専ら人の輸送の
用に供する乗車定員10
人以上の自動車（立席
を有するものを除
く）。）及び車両総重
量3.5ｔ超のトラック
（被けん引車を除
く。）
初回新規登録を受ける
場合にのみ、取得価額
から175万円を控除した
額を課税標準額とす
る。（R9.3.31まで）

○一定の基準に該当す
る①ノンステップバ
ス、②リフト付バス、
③ユニバーサルデザイ
ンタクシー
条件等に応じそれぞれ
取得価額から次の額を
控除したものを課税標
準額とする。①1000万
円、②800万円、650万
円又は200万円、③100
万円

○側方衝突警報装置搭
載車（R6.4.30まで）、
歩行者検知機能付き衝
突被害軽減制動制御装
置搭載車（R7.3.31ま
で）、側方衝突警報装
置及び歩行者検知機能
付き衝突被害軽減制動
制御装置搭載車
（R6.4.30まで）のうち
複数又は一部を装備し
たバス等及びトラック
（トレーラを除く。）
取得価額から車種・車
両総重量ごとの対象装
置搭載状況に応じて350
万円又は175万円を控除
した額を課税標準額と
する。
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３
 
令
和
６
年
度
県
税
関
係
条
例
改
正
の
概
要
 

 
(1
) 

令
和
６
年
５
月
１
７
日
公
布
、
条
例
第
８
２
号
 
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

 税
 
 
目
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
内
 
 
 
 
容
 

改
正
す
る
条
例
の
 

施
行
年
月
日
 

根
 
 
拠
 
 
 条

 
 
文
 

地
域
再
生
法
第十

七
条
の六

の
地
方公

共
団

体
等
を
定
め
る省

令 

地
域
活
力
向
上地

域
に
おけ

る
県
税の

特
例

に
関
す
る
条
例 

事
業

税
 

不
動
産
取
得
税
 

事
業
税
の
課
税
免
除
等
の
対
象
と
な
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の

認
定
の
期
限
を
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

公
布
の
日
 

第
２
条
 

第
２
条
、
第
３
条
 

  
(2

) 
令
和
６
年
７
月
５
日
公
布
、
条
例
第
８
４
号
 
岡
山
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

税
 
 
目
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
内
 
 
 
 
容
 

改
正
す
る
条
例
の
 

施
行
年
月
日
 

根
 
 
拠
 
 
 条

 
 
文
 

地
方
税
法

 
県
税
条
例

 

法
人

事
業

税
 

外
形
標
準
課
税
の
対
象
と
な
る
法
人
に
、
資
本
金
の
額
が
１
億
円
以
下
の
法
人
の
う
ち
、
次

の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
を
加
え
る
。
 

(1
) 

前
事
業
年
度
の
事
業
税
に
つ
い
て
外
形
標
準
課
税
の
対
象
で
あ
っ
た
法
人
で
あ
っ
て
、

払
込
資
本
の
額
が
10
億
円
を
超
え
る
も
の
 

(2
) 

次
に
掲
げ
る
法
人
（
外
形
標
準
課
税
の
対
象
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
間
に
完
全

支
配
関
係
が
あ
る
法
人
の
う
ち
、
払
込
資
本
の
額
が
２
億
円
を
超
え
る
も
の
 

 
 ア

 
払
込
資
本
の
額
が
50
億
円
を
超
え
る
も
の
 

 
 
イ

 
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
全
て
の
ア
の
法
人
が
有
す
る
株
式
及
び
出

資
（
以
下
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
を
当
該
全
て
の
ア
の
法
人
の
う
ち
い
れ

か
一
の
も
の
が
有
す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
い
ず
れ
か
一
の
も
の
 

令
和
７
年
４
月
１
日
 

令
和
８
年
４
月
１
日
 

 

第
7
2
条

の
２

第
１

項

第
１

号
ロ

、
第

２
項

、
附

則
第

８
条

の
３

の
３
 

第
4
3
条

第
１

項
第

１

号
ロ

、
第

２
項

、
附

則
第
1
4条

の
２
の
２
 

 
産
業
競
争
力
強
化
法
に
規
定
す
る
認
定
特
別
事
業
再
編
事
業
者
に
よ
る
特
別
事
業
再
編
計
画

に
従
っ
て
行
う
特
別
事
業
再
編
の
た
め
の
措
置
と
し
て
行
う
株
式
等
の
取
得
等
に
よ
り
他
の
法

人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
場
合
の
当
該
他
の
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
上
記
に
該
当
す

る
法
人
で
あ
っ
て
も
、
当
該
株
式
等
の
取
得
等
の
日
を
含
む
事
業
年
度
か
ら
当
該
取
得
等
の
日

以
後
５
年
を
経
過
す
る
日
を
含
む
事
業
年
度
ま
で
は
、
外
形
標
準
課
税
の
対
象
外
と
す
る
。
 

令
和
８
年
４
月
１
日
 

附
則

第
８

条
の

３
の

４
 

附
則

第
1
4
条

の
２

の

３
 

地
方

消
費

税
  

引
用
す
る
「
法
人
課
税
信
託
」
を
「
法
人
課
税
信
託
等
」
に
改
め
る
。
 

令
和
８
年
４
月
１
日
 

第
7
2条

の
7
8 

第
5
7条

の
３
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(3

) 
令
和
６
年
１
２
月
２
４
日
公
布
、
条
例
第
９
４
号
 
岡
山
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

税
 
 
目
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
内
 
 
 
 
容
 

改
正
す
る
条
例
の
 

施
行
年
月
日
 

根
 
 
拠
 
 
 条

 
 
文
 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
 

県
税
条
例
等
被
改
正

条
例

 

県
民

税
 

事
業

税
 

不
動
産
取
得
税

 

産
業

廃
棄

物
処

理
税
 

次
の
条
例
に
お
い
て
引
用
す
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
条
項
の
移
動
の
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
、
規
定
の
整
備
を
行
う
。
 

(1
) 
岡
山
県
税
条
例
 

(2
) 

岡
山
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
条
例
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
税
条
例
 

(3
) 
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
 

(4
) 
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
 

(5
) 
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
 

(6
) 
過
疎
地
域
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
 

(7
) 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
 

(8
) 
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
 

令
和
７
年
４
月
１
日
 

第
２
条
第
1
6項

 
(
1
)第

６
条
 

(
2
)第

６
条
 

(
3
)第

２
条
第
５
項
第

３
号
 

(
4
)第

２
条
第
３
項
第

３
号
 

(
5
)第

２
条
第
２
項
第

３
号
 

(
6
)第

２
条
第
６
項
 

(
7
)第

２
条
第
３
項
第

３
号
 

(
8
)第

８
条
第
２
項
第

１
号
 

 

(4
) 

令
和
７
年
３
月
２
１
日
公
布
、
条
例
第
７
号
 
岡
山
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

税
 
 
目
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
内
 
 
 
 
容
 

改
正
す
る
条
例
の
 

施
行
年
月
日
 

根
 
 
拠
 
 
 条

 
 
文
 

地
方
税
法
 

県
税
条
例

 

法
人

県
民

税
  

法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
、
法
人
税
割
の
税
率
を
1.
8％

（
本
則
1.
0％

）
と
す
る
特
例
措
置

の
適
用
期
限
を
５
年
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

令
和
７
年
４
月
１
日
 

－
 

附
則
第
1
4条
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(5
) 
 令

和
７
年
３
月
３
１
日
公
布
、
条
例
第
９
２
号
 
岡
山
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

税
 
 
目
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
内
 
 
 
 
容
 

改
正
す
る
条
例
の
 

施
行
年
月
日
 

根
 
 
拠
 
 
 条

 
 
文
 

地
方
税
法
 

県
税
条
例
 

県
民

税
 

事
業

税
  

地
方
創
生
応
援
税
制
（
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
）
の
適
用
期
限
を
３
年
延
長
す
る
。
 

令
和
７
年
４
月
１
日
 

附
則
第
８
条
の
２
の

２
、
第
９
条
の
２
の

２
 

附
則
第
1
4条

の
２
、

第
1
4条

の
２
の
４
 

事
業

税
  

外
形
標
準
課
税
対
象
法
人
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
激
変

緩
和
措
置
の
対
象
と
な
る
法
人
に
、
前
事
業
年
度
に
当
該
激
変
緩
和
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
法

人
を
加
え
る
。
 

地
方
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
(
令

和
６
年
法
律
第
４
号
)

附
則
第
８
条
第
２
項
 

岡
山
県
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
(

令
和
６
年
条
例
第
8
4

号
)
附
則
第
５
項
 

不
動
産
取
得
税

 

 

高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
貸
家
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
に
係
る
減
額
措
置
を
２
年
延
長
す

る
。
 

附
則
第
1
1条

の
４
第

１
項
 

附
則
第
1
7条

の
２
 

改
修
工
事
対
象
住
宅
及
び
そ
の
用
地
に
係
る
減
額
措
置
を
２
年
延
長
す
る
。
 

附
則
第
11
条
の
４
第

２
項
、
第
４
項
 

附
則
第
1
7条

の
２
の

２
、
第
1
7条

の
２
の

３
 

公
益
社
団
法
人
20
27
年
国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
等
が
令
和
９
年
に
開
催
さ
れ
る
20
27
年
国
際

園
芸
博
覧
会
の
関
連
業
務
の
用
に
供
す
る
た
め
に
取
得
し
た
一
定
の
家
屋
等
に
つ
い
て
、
同
博

覧
会
の
終
了
日
か
ら
６
月
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
当
該
家
屋
等
を
所
有
し
て
い
る
者
に
対
し

て
、
当
該
家
屋
等
を
取
得
し
た
も
の
と
み
な
し
て
不
動
産
取
得
税
を
課
税
す
る
。
 

附
則
第
7
8条

第
６
項

、
第
７
項
 

附
則
第
2
6条

第
１
項

、
第
２
項
 

軽
油

引
取

税
 

特
約
業
者
及
び
元
売
業
者
以
外
の
者
が
製
造
し
た
軽
油
を
自
ら
消
費
す
る
場
合
等
に
お
け
る

軽
油
引
取
税
の
課
税
に
つ
い
て
、
課
税
標
準
か
ら
す
で
に
軽
油
引
取
税
等
が
課
さ
れ
た
軽
油
等

の
数
量
を
控
除
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。
 

第
1
4
4条

の
３
第
１
項
 
第
1
0
4条

第
１
項
 

免
税
軽
油
を
使
用
す
る
鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
を
営
む
特
例
対
象
事
業
者
が
、
鉄
道
用
車

両
又
は
軌
道
用
車
両
の
燃
料
タ
ン
ク
に
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
等
を
給
油
し
、
当
該
鉄
道
用

車
両
又
は
当
該
軌
道
用
車
両
の
動
力
源
の
燃
料
と
し
て
消
費
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
製
造
の
承

認
を
受
け
る
義
務
を
免
除
し
、
軽
油
引
取
税
の
み
な
す
課
税
を
適
用
し
な
い
こ
と
等
の
措
置
を

講
ず
る
。
製
造
の
承
認
を
受
け
る
義
務
の
免
除
等
の
適
用
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
免
税
軽

油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
義
務
の
期
限
の
特
例
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

附
則
第
1
2条

の
２
の

７
第
９
項
、
第
1
2条

の
２
の
７
の
２
 

附
則
第
2
1条

の
２
第

４
項
、
第
2
1条

の
２

の
２
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自
動

車
税
 

環
境

性
能

割
 

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
知
事
の
指
定
し
た
路
線
の
運
行
の
用
に

供
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
を
取
得
し
た
場
合
の
非
課
税
措
置
を
、
２
年
延
長
す
る
。
 

附
則
第
1
2条

の
２
の

1
0 

附
則
第
2
1条

の
３
の

４
 

リ
フ
ト
付
き
バ
ス
等
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
を
２
年
延
長
す
る
。
 

附
則
第
1
2条

の
２
の

1
3第

１
項
～
第
３
項
 

附
則
第
2
1条

の
３
の

６
第
１
項
～
第
３
項
 

２
つ
の
安
全
装
置
を
備
え
た
８
ト
ン
超
の
ト
ラ
ッ
ク
を
取
得
し
た
場
合
等
の
特
例
措
置
の
規

定
を
削
除
す
る
。
 

 
附
則
第
1
2条

の
２
の

1
3第

４
項
、
第
５
項
 

附
則
第
2
1条

の
３
の

６
第
４
項
、
第
５
項
 

歩
行
者
検
知
機
能
付
き
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
バ
ス
等
を
取
得
し
た
場
合

の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
を
２
年
延
長
す
る
。
 

 
附
則
第
1
2条

の
２
の

1
3第

６
項
 

附
則
第
2
1条

の
３
の

６
第
６
項
 

自
動
車
税
種
別
割
 

公
益
社
団
法
人
20
27
年
国
際
園
芸
博
覧
会
の
参
加
国
等
が
所
有
す
る
自
動
車
に
対
し
て
は
、

令
和
７
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
自
動
車
税
種
別
割
を
課
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

 
附
則
第
7
8条

第
８
項
 

附
則
第
2
6条

第
３
項
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４
　
県
税
等
の
岡
山
県
と
全
国
と
の
比
較

 (
１
)歳

入
総
額
中
に
占
め
る
県
税
割
合
の
推

移
の
全
国
と
の
比
較

（
単

位
：

百
万

円
，

％
）

  
 
 
 
 
 
区

　
分

 年
　

度

％
％

％
％

％
％

H
2
4

66
6,

40
5

98
.3

19
2,

85
1

10
0.

8
28

.9
50

,9
37

,2
29

97
.7

1
6
,1

1
6
,7

4
2

1
0
2
.4

3
1
.6

H
2
5

68
5,

67
0

10
2.

9
19

7,
93

3
10

2.
6

28
.9

51
,5

72
,6

18
10

1.
2

1
6
,8

0
9
,1

9
0

1
0
4
.3

3
2
.6

H
2
6

67
7,

72
2

98
.8

21
2,

01
8

10
7.

1
31

.3
51

,6
94

,9
57

10
0.

2
1
7
,7

9
4
,0

0
0

1
0
5
.9

3
4
.4

H
2
7

73
7,

55
9

10
8.

8
23

9,
70

7
11

3.
1

32
.5

52
,0

49
,8

84
10

0.
7

2
0
,1

4
2
,5

9
4

1
1
3
.2

3
8
.7

H
2
8

69
6,

45
0

94
.4

23
5,

04
1

98
.1

33
.7

51
,6

23
,0

90
99

.2
2
0
,2

5
1
,6

4
8

1
0
0
.5

3
9
.2

H
2
9

68
6,

92
2

98
.6

23
8,

32
5

10
1.

4
34

.7
50

,8
89

,5
04

98
.6

2
0
,5

4
2
,8

3
5

1
0
1
.4

4
0
.4

H
3
0

69
8,

53
8

10
1.

7
23

4,
41

9
98

.4
33

.6
50

,3
72

,8
13

99
.0

2
0
,6

2
0
,1

3
6

1
0
0
.4

4
0
.9

R
 元

72
2,

37
2

10
3.

4
23

3,
06

6
99

.4
32

.3
50

,9
13

,9
65

10
1.

1
2
0
,7

0
3
,5

6
1

1
0
0
.4

4
0
.7

R
 2

83
0,

37
6

11
5.

0
23

1,
10

6
99

.2
27

.8
61

,8
94

,1
01

12
1.

6
2
0
,5

2
4
,5

7
7

9
9
.1

3
3
.2

R
 3

90
9,

48
8

10
9.

5
25

1,
18

2
10

8.
7

27
.6

68
,3

24
,3

35
11

0.
4

2
2
,2

0
3
,8

7
8

1
0
8
.2

3
2
.5

R
 4

85
5,

16
1

94
.0

27
3,

96
0

10
9.

1
32

.0
63

,7
35

,7
22

93
.3

2
3
,1

3
0
,3

8
5

1
0
4
.2

3
6
.3

R
 ５

78
0,

70
7

91
.3

26
3,

40
4

96
.1

33
.7

58
,4

89
,0

22
91

.8
2
3
,3

7
0
,7

9
8

1
0
1
.0

4
0
.0

　
　
　
ア
　
都
道
府
県
歳
入
総
額
は
、
普
通
会
計
分
で
あ
る
。

　
　
　
イ
　
都
道
府
県
税
収
入
額
は
、
東
京
都
が
特
別
区
内
に
お

い
て

都
税

と
し

て
徴

収
し

た
市

町
村

税
相

当
分

を
含

み
、

特
別

区
が

徴
収

し
た

道
府
県
税
相
当
分
を
含
ま
な
い
。

　
　
　
ウ
　
地
方
消
費
税
は
、
都
道
府
県
間
に
お
け
る
清
算
後
の

額

左
の

伸
長

率
構

成
比

 
 
（

注
）

全
国

欄
は

総
務

省
発

行
「

令
和

７
年

度
　

地
方

税
に

関
す

る
参

考
計

数
資

料
」

に
よ

る
。

全
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国

岡
　
　
　
　

　
山
　
　
　
　
　
県

一
 
般

 
会

 
計

歳
 
入

 
総

 
額

左
の

伸
長

率
県

税
収

入
額

左
の

伸
長

率
構

成
比

都
 
道

 
府

 
県

歳
 
入

 
総

 
額

左
の

伸
長

率
都

道
府

県
税

収
　

入
　

額
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(２
)令

和
６
年
度
税
目
別
収
入
状
況
の
全
国
と
の
比
較

（
単

位
：

百
万

円
，

％
）

区
　

分
 

調
 
定

 
額

収
 入

 
額

 
税

　
目

（
岡

山
県

）
（

岡
山

県
）

岡
山
県

全
　
国

岡
山
県

全
　
国

岡
山

県
全

　
国

岡
山

県
全

　
国

％
％

％
％

％
％

％
％

個
人

県
民

税
49

,4
49

48
,0
33

97
.1

97
.4

93
.8

96
.1

9
3
.
7

9
6
.
1

1
6
.
8

2
0
.
4

法
人

県
民

税
6,

31
3

6,
27
9

99
.5

99
.4

11
4.
4

11
3.
9

1
1
4
.
5

1
1
3
.
9

2
.
2

2
.
7

県
民

税
利

子
割

35
9

35
9

10
0.
0

10
0.
0

19
2.
3

17
5.
9

1
9
2
.
3

1
7
6
.
0

0
.
1

0
.
2

県
民

税
配

当
割

4,
46

1
4,

46
1

10
0.
0

10
0.
0

14
8.
6

13
8.
9

1
4
8
.
6

1
3
8
.
9

1
.
6

1
.
5

県
民

税
株

式
等

譲
渡

所
得

割
5,

65
4

5,
65
4

10
0.
0

10
0.
0

17
2.
2

17
3.
6

1
7
2
.
2

1
7
3
.
6

2
.
0

2
.
1

個
人

事
業

税
2,

27
4

2,
18
1

95
.9

97
.2

10
2.
0

10
3.
0

1
0
1
.
8

1
0
3
.
0

0
.
8

1
.
1

法
人

事
業

税
67

,5
27

67
,3
48

99
.7

99
.7

11
7.
0

11
0.
2

1
1
7
.
0

1
1
0
.
2

2
3
.
6

2
6
.
5

地
方

消
費

税
譲

渡
割

54
,5

71
54

,5
71

10
0.
0

10
0.
0

11
8.
9

11
4.
1

1
1
8
.
9

1
1
4
.
1

1
9
.
1

2
1
.
1

地
方

消
費

税
貨

物
割

42
,9

14
42

,9
14

10
0.
0

10
0.
0

10
8.
2

10
3.
3

1
0
8
.
2

1
0
3
.
3

1
5
.
0

9
.
9

不
動

産
取

得
税

4,
27

9
4,

20
5

98
.3

97
.6

90
.5

10
3.
2

9
0
.
3

1
0
3
.
2

1
.
5

2
.
0

県
た

ば
こ

税
2,

12
6

2,
12
6

99
.9

10
0.
0

98
.4

98
.5

9
8
.
4

9
8
.
5

0
.
7

0
.
7

ゴ
ル

フ
場

利
用

税
62

0
61
8

99
.6

99
.9

96
.1

98
.1

9
6
.
0

9
8
.
1

0
.
2

0
.
2

軽
油

引
取

税
19

,5
49

19
,2
18

98
.3

98
.4

99
.2

99
.3

9
9
.
1

9
9
.
0

6
.
7

4
.
0

自
動

車
税

環
境

性
能

割
2,

27
4

2,
27
4

10
0.
0

10
0.
0

11
1.
7

11
3.
5

1
1
1
.
7

1
1
3
.
5

0
.
8

0
.
7

自
動

車
税

種
別

割
25

,2
52

25
,1
51

99
.6

99
.5

99
.2

99
.2

9
9
.
2

9
9
.
2

8
.
8

6
.
7

旧
自

動
車

税
3

1.
9

11
.6

18
.0

50
.5

8
.
0

4
3
.
4

0
.
0

0
.
0

鉱
区

税
10

10
10
0.
0

99
.4

99
.1

99
.9

9
9
.
1

1
0
0
.
3

0
.
0

0
.
0

狩
猟

税
16

16
10
0.
0

10
0.
0

96
.0

99
.2

9
6
.
0

9
9
.
2

0
.
0

0
.
0

法
定

外
目

的
税

54
3

54
3

10
0.
0

10
0.
0

98
.7

11
9.
1

9
8
.
7

1
1
9
.
1

0
.
2

0
.
1

28
8,

19
4

28
5,
96
1

99
.2

99
.2

10
8.
5

10
6.
7

1
0
8
.
6

1
0
6
.
8

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

 
（

注
）

１
　

全
国

の
収

入
率

及
び

収
入

額
対

前
年

伸
長

率
は

、
地

方
行

財
政

調
査

会
「

地
方

行
財

政
調

査
資

料
第

 
6
9
5
9
 
号

、
2
0
2
4
年

度
都

道
府

県
税

決
算

見
込

額
調

べ
」

に
よ

る
。

 
　

　
　

２
　

全
国

の
収

入
額

構
成

比
に

つ
い

て
は

、
上

記
地

方
行

財
政

調
査

資
料

を
も

と
に

当
県

で
算

出
し

た
。

合
　

　
計

収
入

額
構

成
比

収
　
　
入
　
　
率

調
定
額
対
前
年
度
伸
長
率

収
入

額
対

前
年

度
伸

長
率
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５　税務事務の電算処理のあゆみ

（１）個人事業税

　　昭和42年度　課税関係統計資料の電算作成

　　　　　　　　納税通知書、徴収簿、督促状及び滞納処分票の電算作成

　　昭和48年度　督促状発付前までの収入金の電算処理による収入消込を開始

　　平成元年度　元年４月、税務事務トータル・オンライン・システム上へ移行

（２）自動車税

　　昭和41年度　第２期分から課税関係統計資料の電算作成

　　　　　　　　納税通知書、徴収簿、督促状及び滞納処分票の電算作成

　　昭和44年度　所有権留保者に対する納税通知書及び督促状の電算作成

　　昭和47年度　48年３月から自動車税分配テープ（自動車の登録事項（新規、変更、抹消）を記

　　　　　　　　録したもの）の使用開始

　　昭和48年度　48年４月１日、自動車税事務所を設立し、自動車税及び自動車取得税事務を集中

　　　　　　　　管理し、自動車税の収納消込事務の電算処理開始

　　　　　　　　49年３月30日、自動車税オンライン開通式

　　昭和49年度　電算機を導入

　　　　　　　　49年４月１日から自動車税オンラインシステムによる業務を開始

　　　　　　　　収納消込処理にＯＣＲ（光学式文字読取装置）を使用　　　　　　　　　

　　昭和54年度　53年において、オンラインシステムを中心に自動車税電算処理システムの改善を

　　　　　　　　行い、54年度から新システムによる事務処理を開始

　　　　　　　　オンライン用端末装置を新機種に入替（東備、井笠、高梁、阿新、真庭、津山、

　　　　　　　　勝英の各地方振興局及び自動車税事務所）

　　昭和55年度　49年に設置していたオンライン用端末装置を新機種に入替（岡山及び倉敷地方振

                興局)

　　昭和62年度　62年４月､税務課電算開発プロジェクトチームにおいて､｢自動車税漢字システム」

　　　　　　　　の研究開発に着手

　　　　　　　　63年１月からの自動車税分配テープ漢字化に伴う漢字化項目の取り込み開始

　　平成元年度　元年４月、税務事務トータル・オンライン・システム上へ移行　　　　　　

（３）鉱区税

　　昭和50年度　定期課税について、課税関係統計資料、調定決議書及び納税通知書、督促状発付

　　　　　　　　前までの収入金を収入消込後、徴収簿、督促状及び滞納処分票の電算作成

　　平成元年度　元年４月、税務事務トータル・オンライン・システム上へ移行　　　　　　

（４）法人県民税・事業税

　　昭和49年度　49年９月、税務事務電算トータル・オンライン・システムを構想、５か年計画で

　　　　　　　　開発に取り組み、初年度において法人県民税・事業税の開発研究に着手

　　昭和52年度　法人県民税・事業税の課税事務について、52年４月から井笠地方振興局をテスト

　　　　　　　　ケースとして電算処理を実施し、その他の地方振興局は53年度実施を目途に宛名

　　　　　　　　マスタと課税マスタを作成

　　昭和53年度　法人県民税・事業税の課税事務について、53年４月から電算処理を開始

　　昭和54年度　法人県民税・事業税の収納管理事務について、54年４月から電算処理システムの

　　　　　　　　開発に着手

　　昭和55年度　法人県民税・事業税の収納管理事務について、55年10月から倉敷地方振興局をテ

　　　　　　　　ストケースとして電算処理を実施

　　昭和57年度　法人県民税・事業税の収納管理事務について、57年４月から岡山・倉敷両地方振

　　　　　　　　興局において電算処理を開始

　　平成元年度　元年４月、税務事務トータル・オンライン・システム上へ移行　　　　　　
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（５）税務事務トータル・オンライン・システム

　　昭和62年度　62年４月、税務課に電算開発プロジェクトチームを設置し、平成元年度（一部税

　　　　　　　　目については２年度）稼働開始を目途に「税務事務トータル・オンライン・シス

　　　　　　　　テム」の研究開発に着手

　　昭和63年度　63年10月、東備局に新端末機を設置し、11月から並行ランを開始

　　平成元年度　元年１月、残る各局・所に新端末機を設置し、２月から並行ランを開始

　　　　　　　　同年４月､法人県民税・事業税､個人事業税､不動産取得税､県たばこ税､自動車税､

　　　　　　　　鉱区税、狩猟者登録税及び入猟税について新システムによる事務処理を開始

　　　　　　　　同年５月、自動車税定期課税事務の漢字化開始

　　平成２年度　２年４月、税務事務トータル・オンライン・システムの全面稼働

　　平成６年度　６年９月、税務事務トータル・オンライン・システムの二次開発の構想に着手

　　　　　　　　同年11月、岡山県行政管理委員会コンピュータ部会へ税務事務トータル・オンラ

　　　　　　　　イン・システムの二次開発（課税システム５税目（自動車税、法人県民税、法人

　　　　　　　　事業税、個人事業税及び鉱区税の再構築））構想を発表

　　平成７年度　７年４月から県税事務能率研究会直税部会を召集し調査研究に着手

　　　　　　　　同年９月、税務事務トータル・オンライン・システムの二次開発基本計画を策定

　　　　　　　　同年10月、２年に設置した全事務所のオンライン用端末装置を新機種に入替

　　　　　　　　同年11月、岡山県行政管理委員会コンピュータ部会で税務事務トータル・オンラ

　　　　　　　　イン・システムの二次開発基本計画の了承

　　平成８年度　８年４月、税務課に電算開発班を設置し、２か年計画で税務事務トータル・オン

　　　　　　　　ライン・システムの二次開発に着手

　　　　　　　　同年11月、岡山県行政管理委員会コンピュータ部会へ税務事務トータル・オンラ

　　　　　　　　イン・システムの二次開発の進捗状況の報告

　　平成９年度　９年９月１日から自動車税システム、口座振替システム及び宛名システムについ

　　　　　　　　てシステムによる事務処理を開始

　　　　　　　　10年３月30日から法人県民税・事業税、個人事業税、鉱区税の各システム、収納

　　　　　　　　システム及びその他システムについて新システムによる事務処理を開始し、新シ

　　　　　　　　ステムが全面稼働

　　平成13年度　13年４月、自動車二税申告(報告)書様式の全国統一に伴い、自動車二税ＯＣＲシ

　　　　　　　　ステムの再開発に着手

　　平成14年度　14年４月、自動車二税申告書ＯＣＲシステムによる事務処理を開始

　　　　　　　　同年４月、滞納整理支援システムの開発に着手

　　　　　　　　同年12月、産業廃棄物処理税のシステム開発に着手

　　平成15年度　15年４月、滞納整理支援システムを稼働

　　　　　　　　同年４月、産業廃棄物処理税システムを稼働

　　　　　　　　同年４月、自動車税分配テープの仕様変更に伴い､自動車税の異動処理の再開発に

　　　　　　　　着手

　　　　　　　　同年10月、法人事業税の外形標準課税システムの開発に着手

　　　　　　　　同年10月、県民税配当割・株式等譲渡所得割の課税システムの開発に着手

　　　　　　　　16年１月、自動車税分配テープの新フォーマットでのデータ搬入開始

　　　　　　　　同年２月、県民税配当割・株式等譲渡所得割システムについて事務処理を開始

　　平成16年度　16年11月、外形標準課税を取り込んだ法人県民税・事業税システムによる事務

　　　　　　　　処理を開始

　　平成17年度　17年12月、法人事業税国税MTデータを利用したシステムによる事務処理を開始 

　　平成18年度　18年７月、個人事業税国税MTデータを利用したシステムによる事務処理を開始

　　平成19年度　19年８月、自動車税のコンビニ収納及び郵便振替サービスのシステム開発に着手

　　　　　　　　20年３月、法人二税について電子収納による事務処理を開始

　　平成20年度　20年４月、自動車税定期課税分についてコンビニ収納及び郵便振替ＭＴサービス

　　　　　　　　対応を開始

　　　　　　　　同年７月、地方法人特別税のシステム開発に着手

　　平成21年度　21年４月、地方法人特別税を取り込んだ法人県民税・事業税システムによる事務

　　　　　　　　処理を開始
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　　平成22年度　22年４月、税務課に電算開発班を設置し、税務事務トータル・オンライン・シス

　　　　　　　　テムの再開発に着手

　　平成25年度　25年４月、新税務事務トータル・オンライン・システムの稼働開始

　　平成26年度　26年８月、社会保障・税に関する番号制度に係るシステム改修に着手

　　平成27年度　28年１月、社会保障・税に関する番号制度に係るシステムの一部稼働開始

　　平成28年度　28年４月、社会保障・税に関する番号制度に係るシステムの全面稼働

（６）電子申告・電子納税

　　平成13年度　総務省が地方税電子申告モデルシステム開発に着手

　　平成14年度　14年10月、モデルシステムのフィールド実証実験を本県及び神奈川県で実施

　　　　　　　　同年12月、地方自治体における電子申告システム構築の参考として、モデルシス

　　　　　　　　テム仕様書が総務省から全自治体に配布

　　平成15年度　15年８月、全国統一の電子申告システムの導入に向け「地方税電子化協議会」が

　　　　　　　　設立される。（会長に石井正弘岡山県知事が就任。）

　　　　　　　　法人県民税・事業税に係る電子申告システムの開発に参加

　　平成16年度　17年１月21日、パイロット団体として法人県民税・事業税の電子申告システムの

　　　　　　　　利用届出の受付を開始し、同年２月１日から申告書の受付を開始

　　平成17年度　法人県民税・事業税に係る税制改正及び電子申告税目拡大等の二次開発に対応す

　　　　　　　　るため、電子申告試験用審査サーバを構築

　　平成19年度　法人県民税・事業税に係る電子収納及び電子申請機能（二次開発）の開発に参加

　　　　　　　　20年３月、法人県民税・事業税に係る電子収納及び電子申請機能の稼働開始

　　平成20年度　システム運用方式を「個別構築型」から「ＡＳＰ利用型」に変更

　　平成22年度　23年１月、所得税確定申告書データ送信システム（国税連携システム）の稼働開

　　　　　　　　始

　　平成24年度　電子申告利用率が50%を突破

　　平成25年度　全市町村が電子申告を導入

　　令和元年度　地方税共通納税システム稼働開始に伴い、法人県民税・事業税の電子収納機能を

　　　　　　　　同システムに移行

　　　　　　　　追加となり、令和３年10月、金融機関等の特別徴収義務者による申告及び納入の

　　　　　　　　電子化に対応

　　令和４年度　５年１月、自動車税種別割、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割に係る

　　地方税共通納税システムでの納付に対応

　　令和５年度　５年４月、自動車税種別割について、地方税共通納税システムでの地方税統一

　　ＱＲ（ｅＬ-ＱＲ）を用いた納付に対応

　　同年10月、県たばこ税・ゴルフ場利用税の申告及び納入の電子化に対応

　　令和６年度　６年４月、全税目に係る地方税共通納税システムでの地方税統一ＱＲ（ｅＬ-ＱＲ）

　　を用いた納付に対応

　　同年10月、軽油引取税の申告、納付及び納入の電子化に対応

　　７年３月　産業廃棄物処理税の申告、納付及び納入に対応

（７）ワンストップサービス（ＯＳＳ・軽自動車ＯＳＳ）

　　平成18年度　ＯＳＳシステム開発要員２名を配置し開発に着手

　　平成19年度　国の方針変更により、一部業務を除く仕様が提示されないこととなったため、開

　　　　　　　　発を一時中断

　　平成27年度　27年10月、ＯＳＳシステムに係るシステム開発に着手

　　平成29年度　30年２月、ＯＳＳシステムに係るシステムの稼働開始

　　令和４年度　４年４月、軽自動車ＯＳＳシステムに係るシステム開発に着手

       ５年１月、軽自動車ＯＳＳシステムに係るシステムの稼働開始

　　令和３年度　地方税共通納税システムの対象税目に県民税利子割・配当割・株式譲渡所得割が

132



６　税務事務トータル・オンライン・システムの概要

（１）税務事務トータル・オンライン・システムの概要

　　　税務事務トータル・オンライン・システム(以下「税トータルシステム」という。)とは、

　　県税の全税目について、課税、更正等の課税処理から収納、督促、還付等の収納管理、決算、

　　統計等の税務事務全般にわたる統合的な処理を行うための電算処理システムである。

（２）税トータルシステムの一次開発の経緯

　　　税務事務の電算処理は、昭和41年頃から自動車税、法人県民税・事業税、個人事業税、鉱区

　　税と単独税目ごとにシステムの開発が行われ、個別のシステムごとに運営されていた。

　　　しかし、個別システムごとの開発であることから、収納消込や還付等の収納システムで税目

　　間の統一性､整合性が考慮されておらず帳票等も統一されていなかったため､事務処理に不便を

　　きたしており、さらに昭和63年１月に自動車税分配テープの漢字化に伴い、他のシステムにつ

　　いても漢字化が望まれていた。

　　　また、昭和61年４月稼働の統合財務会計システムとの整合性がとれていなかったこと等の問

　　題があり、個別の電算システムの改善を図り、収納管理業務について全税目を一元管理し、決

　　算処理まで行えるシステムの実現を目指すとともに、納税者サービスの向上を図ることを目的

　　として税トータルシステムの開発を行うこととなった。

　　　開発は、税務課に電算開発プロジェクトチームを設置し、昭和62年度から平成元年度にかけ

　　て進められ、平成２年４月に全面稼働した。

（３）税トータルシステムの二次開発の経緯

　　　平成２年４月から稼働していた税トータルシステムでは、予算上の制約や開発期間の長期化

　　の抑制等の理由により、既存システムを流用することで開発が行われた。このため、課税シス

　　テム５税目については、開発以来20年以上経過した古いシステムを使用しており、老朽化が著

　　しく、自動車の登録番号（分類番号）の３桁化、西暦2000年問題及び税制改正に十分対応でき

　　ていない等数多くの問題を抱えていた。

　　　これらの問題の解決を図るために､平成７年４月から税トータルシステムの二次開発の調査･

　　研究に着手し、並行して県税事務能率研究会直税部会を設け、二次開発における事務改善の

　　検討を行った｡

　　　また、新システムの基本計画の策定に取りかかり、開発の基本方針、対象税目、その他の旧

　　システムとの整合性､開発日程及び効果等の検討をすすめ､平成７年９月に二次開発基本計画を

　　策定し､この基本計画に基づいて、平成８年４月、税務課に電算開発班（職員７名）を設置し、

　　２か年計画で課税システム５税目（自動車税、法人県民税、法人事業税、個人事業税及び鉱区

　　税）の再構築並びに宛名システム、収納システム及びその他の課税システムの改善等の開発を

　　行った。

　　　そして、二次開発したシステムのうち、自動車税システム、宛名システム、口座振替システ

　　ムは平成９年９月１日から、法人二税をはじめその他のシステムは平成10年３月30日から稼働

    している。

（４）税トータルシステムへの機能追加

　　１）自動車二税申告書ＯＣＲシステム

　　　　自動車税・自動車取得税の申告（報告）書様式が全国統一されることに伴い、自動車税シ

　　　ステムの自動車二税ＯＣＲシステムの再開発に平成13年４月から着手し、平成14年４月から

　　　稼働している。

 　 ２）滞納整理支援システム

　　　　滞納整理事務についてのシステム開発が行われていなかったため、平成12年度から県税事

　　　務能率研究会管理部会を設置し、研究・検討を行い、平成14年度においてシステムを開発し、

　　　平成15年４月から稼働している。
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（５）新税トータルシステムの開発の経緯

　　　企画振興部情報政策課により、平成２１年２月策定された「情報システム最適化計画」に基

　　づき基幹システム（給与、財務、税務）をはじめとする汎用機システムがオープンシステムと

　　して再構築されることとなった。

　　　本システムは、平成２１年度より再開発にかかる調査・研究に着手し、並行して県税事務研

　　究会電算部会で、コンビニ収納及び口座振替の拡大・滞納整理支援機能の強化・財務会計シス

　　テム及び電子申等外部システムとの連携強化等新システムの機能概要（システム化する業務範

　　囲、入出力の方法や種類等）及び事務改善の検討を行った。

　　　また、新システムについて、平成２１年度に基本計画（システム構想及び調達仕様）の策定

　　に取りかかり、開発の基本方針・機能概要・旧システムとの整合性等の検討をすすめ、平成２

　　２年３月に新システム開発基本計画を策定し、この計画に基づいて、平成２２年４月、税務課

　　に電算開発班（職員６名）を設置し、平成２４年度にかけての３カ年で情報政策課設置の共通

　　基盤（サーバ）を中核として、データの入出力・検索等はＷｅｂ化し、各職員の業務用パソコ

　　ンより行うオープンシステムとして開発を行い、平成２５年４月に全面稼働した。

（６）システム構成図

　　　　

課税システム

法人二税

個人事業税

不動産取得税

自動車税

鉱区税

県民税利子割

軽油引取税

県 民 税 配 当 割
県民税株式等譲渡所得割

収納システム

オンラインシステム

口座振替

システム

滞納整理支援

システム

共通宛名システム

ゴルフ場利用税
産業廃棄物処理税
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（７）システムの特徴及び開発の効果

　　１）システムの特徴

  　　ア） オンラインリアルタイム更新処理の採用

  　　イ） Ｗｅｂ化によるオープンシステムの採用

  　　ウ） 配信機能の強化

  　　エ） 自動車税申告書のＯＣＲ処理及び文書電子ファイリングシステムの採用

  　　オ） 自動車税納税証明書自動発行機の採用

  　　カ） 口座振替システムの構築

  　　キ） 各種情報をクライアントＰＣで検索・集計機能の採用（ＥＵＣ）

　　２）開発の効果

  　　ア）定性的効果

  　　　・ リアルタイム処理による事務処理の迅速化及び正確性の向上

    　　・ 課税・収税データの即時更新により照会業務や納税証明書発行業務が迅速化される

  　　     ことによる納税者サービスの向上

  　　　・ 自動車税等申告書の電子ファイル化による整理、保管、検索業務量の軽減

  　　　・ 口座振替の促進による納期内納付の向上

  　　　・ システムの保守効率の向上による税制改正等に対する柔軟な対応

    　イ）定量的効果

  　　　・ 事務量増加に伴う職員数増加の抑制

  　　　・ 事務量の繁閑の平準化による繁忙期における時間外勤務の減少

  　　　・ 課税事務の省力化を図り、調査、徴収部門を強化することによる増収効果
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７ 独自税制検討の経緯 
(1) 地方税を考える研究会 

平成12年度  ５月庁内の検討組織として「地方税を考える研究会」を設
置。廃棄物対策、ＮＰＯに対する優遇税制、自動車税のグリー
ン化について検討を行う。11月に報告書が取りまとめられる。 

平成13年度  ５月から水源かん養税の検討を始め、１月に報告書が取りま
とめられる。 

・ ＮＰＯに対する優遇税制については、平成13年４月から「特
定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例」を施行。 

・ 自動車税のグリーン化については、平成13年度の地方税法附
則の改正によって、平成14年度から２年間の特例措置として導
入。 

 

(2) 岡山県税制懇話会 
平成13年度  ５月県内外の有識者を構成員とする「岡山県税制懇話会」を

設置。産業廃棄物処理税、水源かん養税について検討を行う。
産業廃棄物処理税については12月に、水源かん養税については
３月に検討結果が知事に報告され、両税の報告書が取りまとめ
られる。 

平成15年度  水源かん養税について再検討を行い、10月に検討結果を取り
まとめた報告書が知事に提出される。 

※岡山県税制懇話会の開催状況については、次頁のとおり。 
 

(3) 産業廃棄物処理税の導入 
平成13年度  ３月から４月にかけて、パブリックコメントに準じた形で県

民の意見を募集、税導入の趣旨については概ね理解を得る。 
平成14年度  ４月から５月にかけて、岡山県産業廃棄物協会、各経済団

体、法人会等に対し、税導入の趣旨等について説明を行う。６
月県議会にて条例案が可決成立。９月総務大臣の同意を得る。
12月から３月にかけて、特別徴収義務者、排出事業者、業界団
体等を対象に説明会等を開催する。 

平成15年度  ４月「産業廃棄物処理税」を施行。 
 

(4) おかやま森づくり県民税の創設 
平成14年度  ７月から12月にかけて、岡山、倉敷、津山の３会場で「おか

やまの森林を考えるシンポジウム」を開催し、県民との意見交
換を行う。シンポジウム参加者にアンケートを実施、税導入の
趣旨については概ね理解を得る。12月水道事業の実態調査を実
施、水道課税方式では、水道普及率が低く税負担の公平性が保
てない地域があること、低所得者への全県的な配慮が困難であ
ること等の課題が明らかになる。３月水道事業者の意見を聴
取、課税対象を水道使用者に限定すること、水道事業者を特別
徴収義務者とすることに対し強く反対。 

平成15年度  ６月県議会提案説明にて知事が水道課税方式の再検討を表
明。税制懇話会にて再検討（７月、10月の２回開催）を行い、
10月に報告書が知事に提出される（県民税均等割超過課税方式
が提案される）。10月から11月にかけて、再検討案に対する県
民からの意見募集及び岡山、倉敷、津山の３会場での説明会を
実施する。11月県議会に「森林の保全に係る県民税の特例に関
する条例案」を提案。また、同議会の提案説明にて、知事が通
称名を「おかやま森づくり県民税」とすることを表明。12月条
例案が可決成立。（施行日は16年４月１日） 

平成16年度  ４月「おかやま森づくり県民税」を施行。  
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(5) 岡山県税制懇話会の開催状況 

  平成13年度 

        ５月23日  第１回会議 

                  ○懇話会設置の趣旨説明、会長・副会長選出等 

        ７月27日  第２回会議 

                  ○産業廃棄物処理税・水源かん養税の検討 

        ９月５日  第３回会議 

                  ○産業廃棄物処理税・水源かん養税の検討 

        10月10日  第４回会議 

                  ○産業廃棄物処理税の検討 

        10月19日  第５回会議  

                  ○水源かん養税の検討 

        11月30日  第６回会議 

                  ○産業廃棄物処理税の検討 

        12月27日  第７回会議 

                  ○産業廃棄物処理税・水源かん養税の検討 

        12月28日  知事中間報告  

          ○産業廃棄物処理税    

        １月31日  第８回会議 

                  ○水源かん養税の検討    

        ３月22日  第９回会議 

                  ○水源かん養税の検討 

        ３月26日  知事報告 

                  ○水源かん養税   

 

    平成15年度 

        ７月29日 第１回会議 

                  ○水源かん養税現行案の課題、他の課税方式の検討 

    10月３日 第２回会議 

         ○水源かん養税の使途・具体的な税制度等の検討 

    10月15日 知事報告 

         ○森林保全を目的とする新税（おかやま森づくり県民税） 

 

平成19年度 

６月８日 第１回会議 

○産業廃棄物処理税の導入後の状況について 

７月12日 第２回会議 

○産業廃棄物処理税の使途事業と基金のあり方について 

８月28日 第３回会議 

○産業廃棄物処理税の使途事業のあり方と報告書（骨子）に

ついて 

10月23日 第４回会議 

○岡山県税制懇話会報告書（案）について 

11月９日 知事報告 

○産業廃棄物処理税  
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平成20年度 

５月22日 第１回会議 

○おかやま森づくり県民税の導入後の状況について 

７月８日 第２回会議 

○おかやま森づくり県民税の必要性等について 

10月２日 第３回会議 

○おかやま森づくり県民税の今後の使途について 

10月29日 第４回会議 

○おかやま森づくり県民税の今後の使途と報告書骨子につい

て 

11月11日 第５回会議 

○岡山県税制懇話会報告書(案)について 

11月13日 知事報告 

○おかやま森づくり県民税 

 

平成24年度 

６月４日 第１回会議 

○産業廃棄物処理税に係る課題について 

７月10日 第２回会議 

○税制度と使途事業のあり方とそれらの周知、及び、事業成

果の公表について 

８月９日 第３回会議 

○岡山県税制懇話会報告書案（骨子）について 

10月１日 第４回会議 

○岡山県税制懇話会報告書案について 

10月５日 知事報告 

○産業廃棄物処理税 

 

平成25年度 

６月25日 第１回会議 

○おかやま森づくり県民税の概要及び導入・見直しの経緯等

について 

７月22日 第２回会議 

○おかやま森づくり県民税の必要性及び使途事業の方向性等

について 

９月５日 第３回会議 

○岡山県税制懇話会報告書（素案）について 

10月９日 第４回会議 

○岡山県税制懇話会報告書（案）について 

10月11日 知事報告 

○おかやま森づくり県民税 
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平成29年度 
６月１日 第１回会議 

○産業廃棄物処理税の現状等について 
７月27日 第２回会議 

○使途事業の課題について 
○岡山県税制懇話会報告書骨子（案）について 

９月28日 第３回会議 
○岡山県税制懇話会報告書（案）について 

10月４日 知事報告 
○産業廃棄物処理税 

 

平成30年度 
５月24日 第１回会議 

○森づくり県民税の概要及び導入・見直しの経緯等について 
７月２日 第２回会議 

○森づくり県民税の必要性及び使途事業の方向性等について 
10月２日 第３回会議 

○岡山県税制懇話会報告書（案）について 
10月５日 知事報告 

○おかやま森づくり県民税 
 

令和４年度 
５月31日 第１回会議 

○産業廃棄物処理税の現状等について 
７月19日 第２回会議 

○産業廃棄物の状況等について 
○岡山県税制懇話会報告書骨子（案）について 

10月４日 第３回会議 
○岡山県税制懇話会報告書（案）について 

10月18日 知事報告 
○産業廃棄物処理税 

 

令和５年度 
６月５日 第１回会議 

○森づくり県民税の概要及び導入・見直しの経緯等について 
７月25日 第２回会議 

○森づくり県民税と森林環境譲与税の使途の整理等について 
10月10日 第３回会議 

○岡山県税制懇話会報告書（案）について 
10月12日 知事報告 

○おかやま森づくり県民税 
 

 

(6) 岡山県税制懇話会委員名簿             （令和５年10月12日現在）  

氏  名  役    職  備 考  

岡本  輝代志 岡山商科大学名誉教授  会 長  

石井  清 裕 前岡山商工会議所副会頭  副会長  

岡  本    章 岡山大学学術研究院社会文化科学学域（経済）教授  
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越  磨    潔 岡山経済同友会 環境・エネルギー委員会委員長  

千葉  喬 三 中国学園大学・中国短期大学学長   

内藤  はま子 岡山県環境審議会委員   

平島  千江子 岡山県消費生活問題研究協議会理事   

藤原  裕里子 税理士   

  （会長及び副会長以外の委員は五十音順、敬称略）  
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８ 個人住民税特別徴収推進の取組

県内一斉実施の経過

平成21年 平成１９年に行われた税源移譲により、個人住民税の課税額

が増加したことに伴い、滞納額が増加。その圧縮対策として、

県下一斉での特別徴収の推進を県が検討したことを契機に、

県と一部の市町が参加して「給与特徴推進検討会」を２度開

催し、特別徴収推進の検討開始

平成22年 「給与特徴推進検討会」を２度開催

（県による先進地視察の報告、県・市町村の役割分担を検討）

平成23年 8月 県副知事、各市町村副市町村長を構成員とする「個人住民税

徴収対策会議」を開催

①市町村は、未実施の事業者にパンフレット・案内文を

郵送し、特別徴収へ切り替えるよう働きかけを行う。

②特別徴収への切り替えを行わない事業者へは、電話・

訪問等で個別に働きかけを行う。

平成24年 8月 「個人住民税徴収対策会議」を開催

特別徴収を行わない事業者については、特別徴収義務

者として指定する方向で検討を進める。（平成２５年度

以降）

平成25年 「個人住民税特別徴収推進に係るワーキンググループ」を

２度開催

（ロードマップを策定。一部の市町村は一斉実施に消極的）

平成26年 6月 県内税理士会支部等へ特別徴収徹底への協力を要請

8月 「個人住民税徴収対策会議」を開催

○県・市町村共同アピール

平成２８年度から、県内すべての市町村において、個

人住民税の特別徴収未実施の事業所（当面、従業員が

３名以上の事業所） を特別徴収義務者に指定し、給

与からの特別徴収を徹底する。

平成27年 9月 特別徴収義務者に係る指定予告通知を送付

10月 特別徴収義務者指定の説明会を開催（県内１１会場）

平成28年 5月 特別徴収県内一斉実施

特別徴収義務者からの照会に対応するため、特別徴収コール

センターを設置（5月～7月）

平成29年 5月 特別徴収義務者からの照会に対応するため、特別徴収コール

センターを設置（5月～6月）

8月 「個人住民税徴収対策会議」を開催

○県・市町村共同アピール

県内全市町村で取り組む特別徴収の徹底について、現在

の基準を緩めることなく、引き続き着実に定着させるよ

う取り組む。

平成30年10月 「個人住民税徴収対策会議」を開催

○県・市町村共同アピール

県内全市町村で特別徴収の徹底に取り組み、現在の基準

を緩めることなく、推進する。
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